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事務事業のすりあわせ「分科会・専門部会等での協議・調整」

（調整マニュアル）考え方と進め方について

協 議 調 整 の 基 本 原 則

天王町・昭和町・飯田川町３町は、それぞれにおいて時代の変遷と社会経済の

変化に対応し、住民の意思に基づき英知を結集してまちづくりに取り組んできま

した。いま、２１世紀というステージに立ち価値観が多様化した成熟社会は利便

性と効率性が追求され、ことに情報基盤の構築によって高度情報化社会が到来し

ました。こうした中にあって、地方分権の推進による国と地方の関係、経済状況

と財政の硬直化、行政に対する住民ニーズに対応していくためにこれまでの行政

の枠組みを合併という手段を選択し、新時代にふさわしい体制のもと対処すべき

ものとし合併協議を行うものです。

◎対等、平等に努めます。

協議にあたっては、対等、平等の立場を遵守します。

◎３町の一体性の確保に努めます。

住民生活の実態に即し、行政サービスのバランスと一体性の確保を図ります。

◎住民福祉向上に努めます。

※１
自助、共助、公助を基本とし、地域に根ざした住民福祉の向上をめざします。
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◎負担の公平に努めます。

負担と給付のバランスを維持し、行政格差を生じないようにします。

◎財政の健全化に努めます。

財政運営は、経済情勢を反映して厳しい状況にあります。合併による財政支援

を活用しつつ事業の精査をし、財政の健全化をめざします。

◎行政改革の推進に努めます。

※３※２
費用対効果、スクラップ・アンド・ビルドを基本として事務・事業を見直し、行

政改革を進めます。

◎適正規模の運営に努めます。

市制施行をめざし組織、機構を構築します。人口３万人特例の適用を最大限

生かしながら、３町合併の規模に見合った事務・事業を推進し、都市機能の充

実をはかります。
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用語説明

※１ 自助・共助・公助 … 自分の生き方は自ら決め、そして責任を持つ「自助」

ということが基本になりますが、自分の力では及ばな

いところは、周囲の人たちとの助け合い「共助」で対

処する。そして、それでもかなわないところは、行政

が税金で対処する「公助」ということになります。

… 「最少の経費」で「最大の効果」をあげるため、かけ※２ 費用対効果

と得られる「効果」を比較検討し、優る「費用」

先順位を明らかにすること。

※３ スクラップアンドビルド … 組織・事業の肥大化を防ぐため、部・課それぞれの

レベルにおける組織・事業単位数を増やさないこと

を前提とした基本原則。組織・事業の新設の場合に

は、それに相当するだけの既存組織・事業を廃止し

なくてはならないものとされている。
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報告第１４号  

 

 

新市名称公募結果について 

 

 

 

平成１５年１２月２２日から平成１６年２月１１日の期間で募集した新市名称公募結果について、次のと

おり報告する。 

 

平成１６年２月２６日提出 

 

 

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長  石 川  光 男 

 

 

 

 

 
  
 



2,547
2,523
24

名称種類 1,154

応募方法 男女別
応募用紙 1,900 男 1,278
はがき 128 女 1,243
ファックス 328 記載無 2
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 146 計 2,523
Eメール 21
計 2,523

年代別 地域別
10歳未満 128 天王町 1,157
１０代 670 昭和町 988
２０代 136 飯田川町 266
３０代 183 ３町出身者 112
４０代 257 計 2,523
５０代 370
６０代 418
７０代 273
８０代 48
９０代 8
記載無 32
計 2,523

新市名称応募結果

有効件数の内訳

応募総数
有効

無効
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№ 名称 ふりがな № 名称 ふりがな

あ　 44 あすなろ市 あすなろし

1 愛生市 あいおいし 45 朝生市 あそうし

2 愛郷市 あいきょうし 46 天和川市 あまおがわし

3 愛子市 あいこし 47 天和川市 あまわがわし

4 合四市 あいしし 48 天神市 あまがみし

5 愛南市 あいなんし 49 天川市 あまがわし

6 愛輪市 あいわし 50 天城市 あまぎし

7 愛和市 あいわし 51 天照市 あまてらすし

8 青江市 あおえし 52 天の川和市 あまのがわし

9 青城市 あおぎし 53 天ノ川市 あまのがわし

10 あお空市 あおぞらし 54 天の川市 あまのかわし

11 青空市 あおぞらし 55 天の川市 あまのがわし

12 青葉市 あおばし 56 天川和市 あまのがわやまとし

13 青実市 あおみし 57 天羽市 あまのはねし

14 青緑市 あおみどりし 58 天羽市 あまはねし

15 暁市 あかつきし 59 天羽市 あもうし

16 明市 あかりし 60 天海市 あまみし

17 秋羽市 あきうし 61 天和田市 あまわだし

18 秋恵市 あきえし 62 合三夢市 あみむし

19 秋央市 あきおうし 63 あゆみ市 あゆみし

20 秋潟市 あきかたし 64 歩市 あゆみし

21 秋潟市 あきがたし 65 歩夢市 あゆむし

22 秋平市 あきだいらし 66 新輝市 あらきし

23 秋平市 あきひらし 67 新市 あらたし

24 秋田北市 あきたきたし 68 あらた市 あらたし

25 あきた北市 あきたきたし 69 新歩市 あらほし

26 あきた湖南市 あきたこなんし 70 有名市 ありなし

27 秋田湖南市 あきたこなんし い　

28 アキタ市 あきたし 71 飯市 いいし

29 秋田中央市 あきたちゅうおうし 72 飯和市 いいわし

30 秋田南龍市 あきたなんりゅうし 73 飯和王市 いいわのうし

31 秋都市 あきとし 74 生久美市 いくみし

32 秋中市 あきなかし 75 いこい市 いこいし

33 秋野市 あきのし 76 石川市 いしかわし

34 秋の原市 あきのはらし 77 石原市 いしはらし

35 秋穂市 あきほし 78 いつき市 いつきし

36 有希夢市 あきめし 79 一光市 いっこうし

37 秋吉市 あきよしし 80 稲朝市 いなあさし

38 曙市 あけぼのし 81 稲香市 いなかし

39 あけぼの市 あけぼのし 82 いなか市 いなかし

40 あさひ市 あさひし 83 伊奈造市 いなぞうし

41 朝日市 あさひし 84 いなほ市 いなほし

42 葦潟市 あしかたし 85 稲穂市 いなほし

43 あずかり市 あずかりし

新市名称応募種類別一覧
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№ 名称 ふりがな № 名称 ふりがな

う 129 大海原市 おおうらばなし

86 上宮市 うえみやし 130 奥潟市 おおがたし

87 うご市 うごし 131 大木市 おおきし

88 羽後市 うごし 132 大王市 おおきみし

89 羽州湖南市 うしゅうこなんし 133 大久保市 おおくぼし

90 羽洲市 うしゅうし 134 大空市 おおぞらし

91 羽州市 うしゅうし 135 宙市 おおぞらし

92 羽城市 うじょうし 136 王田川市 おおたがわし

93 羽城八坂市 うじょうやさかし 137 大田原市 おおたわらし

94 うたせ市 うたせし 138 大翔市 おおとぶし

95 羽田世市 うたせし 139 大豊市 おおとよし

96 宇田世市 うたせし 140 鳳市 おおとりし

97 うつく市 うつくし 141 大山市 おおやまし

98 美市 うつくし 142 大夢多市 おおゆたし

99 美湖市 うつこし 143 翁市 おきなし

100 美三市 うつみし 144 音海市 おとみし

101 魚野米市 うのまいし 145 おばこ市 おばこし

102 海神市 うみがみし 146 おらがたの市 おらがたのし

103 羽里市 うりし 147 温和市 おんわし

104 雲形市 うんけいし か

え 148 海湖市 かいこし

105 永結市 えいけつし 149 海豊市 かいほうし

106 栄勇市 えいゆうし 150 海北市 かいぼくし

107 縁市 えにしし 151 輝来市 かがやきし

108 永夢市 えむし 152 かがやけ市 かがやけし

109 愛里市 えりし 153 神久夜市 かぐやし

110 延天市 えんてんし 154 花恵市 かけいし

111 緑田市 えんでんし 155 風緑市 かざみどりし

112 円満市 えんまんし 156 花秋市 かしゅうし

お 157 花樹市 かじゅし

113 奥羽市 おううし 158 風の街市 かぜのまちし

114 奥羽市 おおうし 159 方上市 かたかみし

115 桜華市 おうかし 160 方上市 かたがみし

116 扇市 おうぎし 161 かたかみ市 かたかみし

117 王昭川市 おうしょうがわし 162 潟上市 かたがみし

118 王昭川市 おしょうがわし 163 かたがみ市 かたがみし

119 王田和市 おうたわし 164 潟下市 かたしもし

120 央三市 おうみし 165 潟田市 かただし

121 王和川市 おうわがわし 166 方中市 かたなかし

122 王和田市 おうわだし 167 かたなみ市 かたなみし

123 王和田市 おおわだし 168 方南市 かたなみし

124 王和田市 おわたし 169 方南市 かたなんし

125 王和田市 おわだし 170 潟南市 かたなみし

126 おおわだ市 おおわだし 171 潟南市 かたなんし

127 大和田市 おおわだし 172 潟南市 かたみなみし

128 大湖市 おおいずみし 173 潟西市 かたにしし
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№ 名称 ふりがな № 名称 ふりがな

174 潟道市 かたみちし 219 協栄市 きょうえいし

175 潟美並市 かたみなみし 220 共華市 きょうかし

176 かたらい市 かたらいし 221 協南市 きょうなんし

177 潟良市 かたらし 222 郷羽市 きょうばし

178 花鳥市 かちょうし 223 共緑市 きょうりょくし

179 活輝市 かっきし 224 協林市 きょうりんし

180 活技創人市 かつぎそうじんし 225 共和市 きょうわし

181 合秋市 がっしゅうし 226 協和市 きょうわし

182 活田市 かつたし 227 清里市 きよざとし

183 かなえ市 かなえし 228 希良市 きらし

184 佳南恵市 かなえし 229 きらら市 きららし

185 華南市 かなんし 230 輝輪市 きりんし

186 鹿南市 かなんし 231 きれい市 きれいし

187 果穂市 かほし 232 琴南市 きんなんし

188 上湖市 かみこし く

189 かもめ市 かもめし 233 草彅市 くさなぎし

190 花梨穂市 かりほし 234 久保田市 くぼたし

191 佳梨穂市 かりほし 235 くらかけ市 くらかけし

192 川森市 かわもりし 236 くらら市 くららし

193 環豊市 かんほうし 237 グリーン市 ぐりーんし

き 238 グリーン出羽市 ぐりーんでわし

194 輝幸市 きこうし 239 来未市 くるみし

195 輝星市 きせいし 240 クローバー市 くろーばーし

196 北秋田市 きたあきたし 241 黒松市 くろまつし

197 北あきた市 きたあきたし け

198 北大路市 きたおおじし 242 下湖市 げこし

199 北潟市 きたかたし 243 元気市 げんきし

200 北湖市 きたこし 244 元希市 げんきし

201 北こまち市 きたこまちし 245 健教市 けんきょうし

202 北市 きたし 246 健康元遊市 けんこうげんゆうし

203 北東北市 きたとうほくし 247 健来市 けんらいし

204 北日本海市 きたにほんかいし こ

205 北野市 きたのし 248 湖泉市 こいずみし

206 きたの市 きたのし 249 光輝市 こうきし

207 北昴市 きたのすばるし 250 幸里市 こうきょうし

208 北豊市 きたゆたかし 251 幸大市 こうだいし

209 輝田市 きでんし 252 幸町市 こうちょうし

210 輝南市 きなんし 253 光王市 こうのうし

211 季波市 きはし 254 鸛市 こうのとりし

212 希風市 きふうし 255 幸飛来市 こうひらいし

213 希望ヶ丘市 きぼうがおかし 256 湖風市 こうふうし

214 希望市 きぼうし 257 高福市 こうふくし

215 輝望市 きぼうし 258 幸福市 こうふくし

216 輝碧市 きみどりし 259 こうふく市 こうふくし

217 希友市 きゆうし 260 輝穂市 こうほし

218 共栄市 きょうえいし 261 光明市 こうめいし
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№ 名称 ふりがな № 名称 ふりがな

262 広野市 こうやし 308 湖南美市 こなみし

263 光楽市 こうらくし 309 湖南三市 こなみし

264 興和市 こうわし 310 湖南三市 こなんさんし

265 湖海山市 こかいざんし 311 湖南三町市 こなみちょうし

266 湖岸市 こがんし 312 湖南三町市 こなんさんちょうし

267 湖郷市 こきょうし 313 湖南あきた市 こなんあきたし

268 湖久田市 こくだし 314 湖南潟市 こなんかたし

269 心窓市 こころまどし 315 湖南市 こうなんし

270 恋郷市 こさいさとし 316 湖南市 こなみし

271 湖栄市 こさかえし 317 湖南市 こなんし

272 湖里市 こさとし 318 湖南市 こみなみし

273 湖三市 こさんし 319 港南市 こうなんし

274 湖山市 こさんし 320 湖なん市 こなんし

275 鼓市 こし 321 こなん市 こなんし

276 湖近市 こじかし 322 コナン市 こなんし

277 湖周市 こしゅうし 323 潮南市 こなんし

278 湖秋市 こしゅうし 324 湖南都市 こみなとし

279 湖州市 こしゅうし 325 湖南平市 こなんたいらし

280 湖沼市 こしょうし 326 湖南でんえん市 こなんでんえんし

281 湖城市 こじょうし 327 湖南美市 こなんびし

282 湖水市 こすいし 328 湖南美郷市 こなんみさとし

283 牛頭竜市 ごずりゅうし 329 湖南美田市 こなんみたし

284 湖成市 こせいし 330 湖南みどり市 こなんみどりし

285 湖泉市 こせんし 331 湖南みどりの市 こなんみどりのし

286 湖添市 こぞえし 332 湖南未来市 こなんみらいし

287 湖大市 こだいし 333 湖南みらい市 こなんみらいし

288 子宝市 こだからし 334 湖南わかさぎ市 こなんわかさぎし

289 東風平市 こちんだし 335 湖花市 こはなし

290 克己市 こっきし 336 湖畔市 こはんし

291 湖稲市 ことうし 337 湖平市 こひらし

292 湖東市 ことうし 338 湖風香市 こふうかし

293 小島市 ことうし 339 湖辺市 こべし

294 琴湖市 ことうみし 340 湖傍市 こほうし

295 琴ヶ浦市 ことがうらし 341 湖北市 こほくし

296 湖都市 ことし 342 こまち市 こまちし

297 琴の湖市 ことのうみし 343 小町市 こまちし

298 琴湖市 ことのうみし 344 湖港市 こみなとし

299 琴の浦市 ことのうらし 345 米花市 こめかし

300 琴湖市 ことみし 346 米川市 こめかわし

301 琴南市 ことみし 347 湖陽市 こようし

302 湖都花市 ことわし 348 湖竜市 こりゅうし

303 湖中市 こなかし 349 子龍市 こりゅうし

304 湖波市 こなみし 350 湖龍市 こりゅうし

305 湖南アキタ市 こうなんあきたし 351 コンコン市 こんこんし

306 湖南わかさぎ市 こうなんわかさぎし

307 湖南栄市 こなえし
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№ 名称 ふりがな № 名称 ふりがな

さ し

352 彩華市 さいかし 392 しあわせ市 しあわせし

353 西輝市 さいきし 393 シーサイド市 しーさいどし

354 さかい市 さかいし 394 塩塚市 しおづかし

355 栄市 さかえし 395 しぜん市 しぜんし

356 栄井市 さかえし 396 自然市 しぜんし

357 栄田市 さかえたし 397 熾天市 してんし

358 桜市 さくらし 398 東雲市 しののめし

359 さくら市 さくらし 399 ジャパン市 じゃぱんし

360 朔和市 さくわし 400 秋央市 しゅうおうし

361 佐竹市 さたけし 401 自由ヶ丘市 じゆうがおかし

362 里三市 さとみし 402 秋華市 しゅうかし

363 早苗月市 さなえづきし 403 秋光市 しゅうこうし

364 三海山市 さみやまし 404 秋都市 しゅうとし

365 さわやか市 さわやかし 405 秋南市 しゅうなんし

366 三愛市 さんあいし 406 秋北市 しゅうほくし

367 三栄市 さんえいし 407 秋緑市 しゅうようし

368 さんえい市 さんえいし 408 松栄市 しょうえいし

369 三永平市 さんえいへいし 409 昭王川市 しょうおうかわし

370 三王市 さんおうし 410 昭王川市 しょうおうがわし

371 三華市 さんかし 411 緑景市 しょうけいし

372 山河市 さんがし 412 松杉市 しょうすぎし

373 三光市 さんこうし 413 昭天飯市 しょうてんいし

374 三合市 さんごうし 414 翔南市 しょうなんし

375 三郷市 さんごうし 415 湘南市 しょうなんし

376 三国市 さんごくし 416 招福市 しょうふくし

377 三山市 さんさんし 417 笑福市 しょうふくし

378 三市 さんし 418 笑宝市 しょうほうし

379 三集市 さんしゅうし 419 湘北市 しょうほくし

380 三翔市 さんしょうし 420 城北市 じょうほくし

381 三条市 さんじょうし 421 翔陽市 しょうようし

382 三大市 さんだいし 422 初代市 しょだいし

383 三仲市 さんちゅうし 423 しらうお市 しらうおし

384 三町市 さんちょうし 424 白鷺市 しらさぎし

385 三南市 さんなんし 425 しらさぎ市 しらさぎし

386 三鳳市 さんほうし 426 白州野市 しらすのし

387 三宝市 さんぽうし 427 白洲野市 しらすのし

388 三陽市 さんようし 428 白鳥市 しらとりし

389 三和湖南市 さんわこなんし 429 白帆市 しらほし

390 三和市 さんわし 430 新あきた市 しんあきたし

391 三輪市 さんわし 431 新秋田市 しんあきたし

432 新一市 しんいちし

433 新栄市 しんえいし

434 新大久保市 しんおおくぼし

435 新街光市 しんがいこうし

436 新開市 しんかいし
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437 新潟上市 しんかたかみし 483 親優市 しんゆうし

438 新型市 しんがたし 484 新緑市 しんりょくし

439 新北野市 しんきたのし 485 神緑市 しんりょくし

440 新京市 しんきょうし す

441 神郷市 しんきょうし 486 水花市 すいかし

442 新光市 しんこうし 487 水郷市 すいきょうし

443 新幸市 しんこうし 488 水郷市 すいごうし

444 新ことう市 しんことうし 489 穂都市 すいとし

445 新湖東市 しんことうし 490 水明市 すいめいし

446 新湖南市 しんこなんし 491 杉市 すぎし

447 神湖南市 しんこなんし 492 杉松市 すぎまつし

448 新栄市 しんさかえし 493 杉若市 すぎわかし

449 新三合市 しんさんごうし 494 須佐八郎市 すさはちろうし

450 新三市 しんさんし 495 素直市 すなおし

451 新三町市 しんさんちょうし 496 砂浜市 すなはまし

452 新市 しんし 497 住安市 すみやすし

453 人自市 じんじし 498 住良市 すみよしし

454 新時代市 しんじだいし 499 すみれ市 すみれし

455 新秋北市 しんしゅうきたし 500 皇市 すめらぎし

456 新秋望市 しんしゅうぼうし せ

457 新城市 しんじょうし 501 青華市 せいかし

458 伸生湖南市 しんせいこうなんし 502 晴郷市 せいごうし

459 新生湖南市 しんせいこなんし 503 西湘市 せいしょうし

460 しんせい湖南市 しんせいこなんし 504 青伸市 せいしんし

461 新成三互こまち市 しんせいさんごうこまちし 505 清水市 せいすいし

462 新世市 しんせいし 506 青緑白市 せいりょくはくし

463 新成市 しんせいし 507 成和市 せいわし

464 新生市 しんせいし 508 世輝市 せきし

465 新星市 しんせいし 509 潟東市 せきとうし

466 神聖市 しんせいし 510 潟南市 せきなんし

467 深清市 しんせいし 511 千秋市 せんしゅうし

468 森川市 しんせんし 512 泉城市 せんじょうし

469 新田市 しんでんし 513 扇要市 せんようし

470 新南秋市 しんなんしゅうし 514 千陽市 せんようし

471 新風市 しんふうし 515 千里市 せんりし

472 新歩協市 しんふきょうし 516 千緑市 せんりょくし

473 新平成三合市 しんへいせいさんごうし そ

474 新宝市 しんほうし 517 蒼海市 そうかいし

475 親睦市 しんぼくし 518 象亀夢市 ぞうかめゆめし

476 新北都市 しんほくと 519 総合市 そうごうし

477 新松浜市 しんまつはまし 520 ぞう鼻市 ぞうはなし

478 新美里市 しんみさとし た

479 新光市 しんみつし 521 大栄市 だいえいし

480 新南市 しんみなみし 522 太湖市 たいこし

481 新明市 しんめいし 523 大湖南市 だいこなんし

482 伸明市 しんめいし 524 大翔市 だいしょうし
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525 大翔市 だいとし 569 土田市 つちだし

526 大水市 だいすいし 570 堤市 つつみし

527 大成市 たいせいし 571 つばさ市 つばさし

528 大地市 だいちし 572 つばめ市 つばめし

529 大同市 だいどうし 573 鶴亀市 つるかめし

530 大都市 だいとし 574 鶴湖市 つるこし

531 第二秋田市 だいにあきたし 575 兵市 つわものし

532 太白市 たいぱくし て

533 太平市 たいへいし 576 出戸浜市 でとはまし

534 太陽市 たいようし 577 でとはま市 でとはまし

535 大輪市 だいりんし 578 輝照市 てるてるし

536 高生市 たかおし 579 出羽市 ではし

537 田花湖市 たかこし 580 出羽市 でわし

538 天共市 たかともし 581 出羽野市 でわのし

539 天羽市 たかばねし 582 出羽臨海市 でわりんかいし

540 鷹福市 たかふくし 583 田園秋田市 でんえんあきたし

541 田川市 たがわし 584 田園湖南市 でんえんこなんし

542 天和田市 たかわだし 585 田園市 でんえんし

543 竹市 たけし 586 天下一品市 てんかいっぴんし

544 竹とり市 たけとりし 587 天行市 てんぎょうし

545 田湖市 たごし 588 天空市 てんくうし

546 田昭王市 たしょうおうし 589 天秋市 てんしゅうし

547 田瀬市 たせし 590 天昭飯市 てんしょういいし

548 田園市 たぞのし 591 天昭飯市 てんしょういし

549 龍湖市 たつこし 592 天昭飯市 てんしょうえんし

550 龍之浦市 たつのうらし 593 天昭飯市 てんしょうめしし

551 龍の浦市 たつのうらし 594 天昭川市 てんしょうかわし

552 縦浜市 たてはまし 595 天昭川市 てんしょうがわし

553 楽しい市 たのしいし 596 天翔市 てんしょうし

554 たのわ市 たのわし 597 天昭市 てんしょうし

555 多宝市 たほうし 598 典城市 てんじょうし

556 だまっこ市 だまっこし 599 天城市 てんじょうし

557 太郎湖南市 たろうこなんし 600 天昭田市 てんしょうだし

558 太郎市 たろうし 601 天成市 てんせいし

559 田内市 たんないし 602 天高市 てんたかし

560 たんぽぽ市 たんぽぽし 603 天田和市 てんたわし

ち 604 天田和市 てんだわし

561 知里市 ちさとし 605 天南市 てんなんし

562 中央市 ちゅうおうし 606 天羽市 てんばし

563 中央田園市 ちゅうおうでんえんし 607 天風市 てんぷうし

564 衷心市 ちゅうしんし 608 天龍川市 てんりゅうがわし

565 長寿市 ちょうじゅし 609 天竜市 てんりゅうし

566 町和市 ちょうわし 610 天和川市 てんわがわし

つ 611 天和市 てんわし

567 つくだ市 つくだし 612 天和田市 てんわだし

568 佃市 つくだし
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と 657 南央市 なんおうし

613 東奥市 とうおうし 658 南潟市 なんがたし

614 桃源市 とうげんし 659 難攻不落市 なんこうふらくし

615 同権市 どうけんし 660 南湖市 なんこうし

616 稲湖市 とうこし 661 南湖市 なんこし

617 東湖市 とうこし 662 南郷市 なんごし

618 東南市 とうなんし 663 南秋王和田市 なんしゅうおうわだし

619 とうもろこ市 とうもろこし 664 南秋湖南市 なんしゅうこなんし

620 桃龍市 とうりゅうし 665 南秋三市 なんしゅうさんし

621 東緑市 とうりょくし 666 南秋市 なんしゅうし

622 飛栄市 とえいし 667 南洲市 なんしゅうし

623 常花湖市 とかこし 668 南秋平成市 なんしゅうへいせいし

624 都輝みらい市 ときみらいし 669 南秋美園市 なんしゅうみそのし

625 徳育市 とくいくし 670 南勢市 なんせいし

626 飛空市 とそらし 671 南星市 なんせいし

627 富潟市 とみかたし 672 南漸和市 なんぜんわし

628 ともえ市 ともえし 673 南田市 なんだし

629 巴市 ともえし 674 南東市 なんとうし

630 とよかわ市 とよかわし 675 南都市 なんとし

631 豊川市 とよかわし 676 南部市 なんぶし

632 豊幸市 とよさちし 677 南雄市 なんゆうし

633 豊郷市 とよさとし に

634 豊田市 とよたし 678 新南湖市 にいなみし

635 豊水市 とよみし 679 西あきた市 にしあきたし

636 豊水市 とよみずし 680 西秋田市 にしあきたし

637 豊緑市 とよみどりし 681 虹色市 にじいろし

638 豊森市 とよもりし 682 虹ヶ丘市 にじがおかし

639 ドリーム市 どりぃむし 683 二下市 にしたし

640 鳥里市 とりざとし 684 西浜市 にしはまし

641 鳥市 とりし 685 日本海市 にほんかいし

な の

642 仲栄市 なかえし 686 農作市 のうさくし

643 中央市 なかおし 687 希望市 のぞみし

644 仲市 なかし 688 のぞみ市 のぞみし

645 仲都市 なかとし 689 伸市 のびし

646 長沼市 ながぬまし は

647 仲間市 なかまし 690 育市 はぐくみし

648 なかよ市 なかよし 691 白帝市 はくていし

649 仲良市 なかよし 692 馬さ市 ばさし

650 永和市 ながわし 693 はじめ市 はじめし

651 渚市 なぎさし 694 はぜ市 はぜし

652 凪市 なぎし 695 八南市 はちなんし

653 和み市 なごみし 696 八理塚市 はちりずかし

654 鳴川市 なるかわし 697 八郎潟市 はちろうがたし

655 成実市 なるみし 698 八郎潟南市 はちろうがたみなみし

656 南栄市 なんえいし 699 八郎湖市 はちろうこし
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700 八郎湖南市 はちろうこなんし 745 日ノ元市 ひのもとし

701 八朗湖南市 はちろうこみなみし 746 ひまわり市 ひまわりし

702 はちろう湖南市 はちろうこなんし 747 日和市 ひよりし

703 八郎市 はちろうし 748 平田市 ひらたし

704 はちろう市 はちろうし 749 美蘭花市 びらんかし

705 八郎太郎市 はちろうたろうし ふ

706 ばっけ市 ばっけし 750 福来市 ふきし

707 八三市 はつみし 751 富貴竹市 ふきたけし

708 花湖水市 はなこすいし 752 福市 ふくし

709 花咲市 はなさきし 753 福児市 ふくじし

710 花咲く市 はなさくし 754 福島市 ふくしまし

711 花郷市 はなさとし 755 福寿市 ふくじゅし

712 花市 はなし 756 福大市 ふくだいし

713 花園市 はなぞのし 757 福積町市 ふくつみまちし

714 花田市 はなだし 758 福三市 ふくみし

715 花野市 はなのし 759 藤場矢市 ふじばやし

716 花の街市 はなのまちし 760 二田市 ふただし

717 花舞市 はなまいし 761 双葉市 ふたばし

718 花道市 はなみちし 762 鮒方市 ふなかたし

719 花盛市 はなもし 763 風海市 ふみし

720 花山市 はなやまし 764 フラワー市 ふらわーし

721 浜ヶ崎市 はまがさきし 765 ふるさと市 ふるさとし

722 はまなす市 はまなすし 766 故郷市 ふるさとし

723 浜松市 はままつし 767 ふれあい市 ふれあいし

724 浜美湖市 はまみこし へ

725 波里市 ぱりし 768 平安市 へいあんし

726 春風市 はるかぜし 769 平生市 へいいし

727 春希市 はるきし 770 米王市 べいおうし

728 繁盛市 はんじょうし 771 平合市 へいごうし

ひ 772 平湖南市 へいこなんし

729 柊市 ひいらぎし 773 平成湖南市 へいせいこなんし

730 美栄市 びえいし 774 平成こまち市 へいせいこまちし

731 ひかり市 ひかりし 775 平成三市 へいせいさんし

732 光市 ひかりし 776 平生市 へいせいし

733 輝市 ひかりし 777 平成市 へいじょうし

734 ひかりみらい市 ひかりみらいし 778 平成市 へいさいし

735 日暮れ市 ひぐれし 779 平成市 へいせいし

736 美景市 びけいし 780 平土市 へいとし

737 美秋市 びしゅうし 781 平野市 へいやし

738 美泉市 びせんし 782 平緑市 へいりょくし

739 美天希市 びてんきし 783 平和市 へいわし

740 ひなた市 ひなたし 784 碧南市 へきなんし

741 美南市 びなんし 785 碧宮湖市 へきのみやこし

742 微南市 びなんし 786 鈴市 べるし

743 日の出市 ひのでし ほ

744 日出市 ひのでし 787 豊桜市 ほうおうし
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788 宝湖市 ほうこし 832 三栄市 みさかえし

789 豊作市 ほうさくし 833 美央市 みおうし

790 豊翔市 ほうしょうし 834 水鏡市 みかがみし

791 宝生市 ほうじょうし 835 緑風市 みかぜし

792 豊穣市 ほうじょうし 836 美花園市 みかぞのし

793 豊人市 ほうじんし 837 美方市 みかたし

794 豊泉市 ほうせんし 838 見潟市 みかたし

795 豊農市 ほうのうし 839 美潟市 みかたし

796 豊平市 ほうへいし 840 三潟市 みかたし

797 豊緑市 ほうりょくし 841 未輝市 みきし

798 豊和市 ほうわし 842 未来市 みきし

799 北秋市 ほくしゅうし 843 三希市 みきし

800 北昌市 ほくしょうし 844 美樹市 みきし

801 北星市 ほくせいし 845 美湖市 みこし

802 北東市 ほくとうし 846 美湖田市 みこたし

803 北斗市 ほくとし 847 海湖豊市 みことし

804 北都市 ほくとし 848 美湖都市 みことし

805 北都市 ほっとし 849 美湖土市 みことし

806 ほくと市 ほくとし 850 三湖土市 みことし

807 星川市 ほしかわし 851 美湖和市 みこわし

808 穂波市 ほなみし 852 美栄市 みさかし

809 帆南市 ほなんし 853 美幸市 みさきし

810 ほのか市 ほのかし 854 美幸市 みさちし

811 本郷市 ほんごうし 855 美咲市 みさきし

ま 856 美砂市 みさごし

812 舞園市 まいぞのし 857 実郷市 みさとし

813 真白市 ましろし 858 三郷市 みさとし

814 松海市 まつうみし 859 三里市 みさとし

815 松海市 まつかいし 860 美里市 みさとし

816 松風市 まつかぜし 861 水郷市 みさとし

817 松川市 まつかわし 862 水郷市 みずさとし

818 松市 まつし 863 実里市 みさとし

819 松田川市 まつだがわし 864 実里市 みのりし

820 松茸市 まつたけし 865 魁里市 みさとし

821 松竹市 まつたけし 866 湖郷市 みさとし

822 松多市 まつたし 867 美郷市 みさとし

823 松浪市 まつなみし 868 みさと市 みさとし

824 松涛市 まつなみし 869 三市 みし

825 松葉市 まつはし 870 美州市 みしゅうし

826 松葉市 まつばし 871 美守市 みしゅし

827 松原市 まつばらし 872 湖市 みずいろし

828 松和川市 まつわがわし 873 美鈴市 みすずし

829 真文市 まふみし 874 湖南市 みずなし

830 漫遊市 まんゆうし 875 湖南市 みなみし

み 876 瑞穂市 みずほし

831 三栄市 みえし 877 水穂市 みずほし
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878 みず穂市 みずほし 924 緑雅市 みどりがし

879 みずほ市 みずほし 925 緑川市 みどりかわし

880 美園市 みそのし 926 緑川市 みどりがわし

881 三園市 みそのし 927 みどり川市 みどりかわし

882 魁園市 みそのし 928 みどり光陽市 みどりこうようし

883 美空市 みそらし 929 みどり市 みどりし

884 美平市 みたいらし 930 ミドリ市 みどりし

885 海田花市 みたかし 931 緑市 みどりし

886 三宝市 みたからし 932 翠市 みどりし

887 三多栄市 みたさかえし 933 碧市 みどりし

888 三田園市 みたぞのし 934 三緑市 みどりし

889 三知久市 みちのくし 935 美夢里市 みどりし

890 三町市 みちょうし 936 美登里市 みどりし

891 光栄市 みつえし 937 美都里市 みどりし

892 美束市 みつかし 938 三都里市 みどりし

893 みつき市 みつきし 939 美鳥市 みどりし

894 三輝市 みつきし 940 水鳥市 みどりし

895 三つ子市 みつごし 941 海土里市 みどりし

896 美津湖南市 みつこなんし 942 みどりっこ市 みどりっこし

897 三種市 みつだねし 943 みどり野市 みどりのし

898 三都市 みつとし 944 緑浜市 みどりはまし

899 光都市 みつとし 945 緑ゆたか市 みどりゆたかし

900 三ツ仲市 みつなかし 946 緑豊市 みどりゆたかし

901 三成市 みつなりし 947 美豊羽市 みとわし

902 三南市 みつなんし 948 三仲市 みなかし

903 三南市 みなんし 949 南潟市 みなかたし

904 みつば市 みつばし 950 南潟市 みなみかたし

905 三ツ葉市 みつばし 951 三稲湖市 みなこし

906 三ツバ市 みつばし 952 三南都市 みなとし

907 美都葉市 みつばし 953 美南都市 みなとし

908 三葉市 みつばし 954 南秋田湖南市 みなみあきたこなんし

909 三ツ町市 みつまちし 955 南秋田市 みなみあきたし

910 三矢市 みつやし 956 南あきた市 みなみあきたし

911 美都矢市 みつやし 957 みなみ秋田市 みなみあきたし

912 三ツ輪市 みつわし 958 みなみあきた市 みなみあきたし

913 みつわ市 みつわし 959 南井川市 みなみいかわし

914 三ツ和市 みつわし 960 南王和田市 みなみおうわだし

915 三つ和市 みつわし 961 南大田市 みなみおおたし

916 三和市 みつわし 962 南男鹿市 みなみおがし

917 三羽市 みつわし 963 南男鹿半島市 みなみおがはんとうし

918 三手市 みてし 964 南潟霧市 みなみかたぎりし

919 三都市 みとし 965 南潟穂市 みなみかたほし

920 三翔市 みとし 966 南湖郷市 みなみこきょうし

921 三富市 みとみし 967 南湖里市 みなみこさとし

922 緑秋田市 みどりあきたし 968 南湖水市 みなみこすいし

923 緑ケ丘市 みどりがおかし 969 南小町市 みなみこちょうし
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№ 名称 ふりがな № 名称 ふりがな

970 南湖道市 みなみこどうし 1016 美穂浜市 みほはまし

971 南湖畔市 みなみこはんし 1017 美真木市 みまきし

972 南三龍市 みなみさんりゅうし 1018 三町市 みまちし

973 美南湖市 みなみし 1019 三町中央市 みまちちゅうおうし

974 三波市 みなみし 1020 みまつ市 みまつし

975 ミナミ市 みなみし 1021 都大路市 みやこおおじし

976 水南美市 みなみし 1022 未弥湖市 みやこし

977 三稲美市 みなみし 1023 雅市 みやびし

978 南市 みなみし 1024 みやび市 みやびし

979 美南市 みなみし 1025 海山市 みやまし

980 南杉松市 みなみすぎまつし 1026 美雪市 みゆきし

981 南田園市 みなみでんえんし 1027 御幸市 みゆきし

982 南天山市 みなみてんざんし 1028 三寄市 みよろし

983 南都市 みなみとし 1029 三来市 みらいし

984 南野市 みなみのし 1030 実来市 みらいし

985 南八郎潟市 みなみはちろうがたし 1031 未来市 みらいし

986 南八郎湖市 みなみはちろうこし 1032 みらい市 みらいし

987 南八郎市 みなみはちろうし 1033 未来緑市 みらいみどりし

988 南みお市 みなみみおし 1034 美緑市 みりょくし

989 南緑川市 みなみみどりかわし 1035 美緑市 みろくし

990 南緑市 みなみみどりし 1036 みりょく市 みりょくし

991 南未来市 みなみみらいし 1037 水緑市 みろくし

992 南夢潟市 みなみゆめかたし 1038 三輪輝市 みわきし

993 みなも市 みなもし 1039 美羽市 みわし

994 源市 みなもとし 1040 美輪市 みわし

995 水森市 みなもりし 1041 三輪市 みわし

996 美野香市 みのかし 1042 三和市 みわし

997 三幅市 みのし 1043 みわ市 みわし

998 美野田市 みのだし 1044 みんわ市 みんわし

999 みのり市 みのりし む

1000 美のり市 みのりし 1045 夢倖市 むこうし

1001 実稲市 みのりほし 1046 睦美市 むつみし

1002 美ノ和市 みのわし 1047 睦市 むつみし

1003 三の和市 みのわし 1048 むつみ市 むつみし

1004 三浜市 みはまし め

1005 美浜市 みはまし 1049 明温市 めいおんし

1006 三晴市 みはるし 1050 明奈市 めいなし

1007 三春市 みはるし 1051 命来市 めいらいし

1008 三温市 みはるし 1052 明竜市 めいりゅうし

1009 美陽市 みはるし 1053 明良市 めいりょうし

1010 美平市 みひらし 1054 明森市 めいりんし

1011 三豊市 みほうし 1055 めぐみ市 めぐみし

1012 未宝市 みほうし 1056 恵市 めぐみし

1013 美穂市 みほし

1014 三穂市 みほし

1015 美豊市 みほし
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№ 名称 ふりがな № 名称 ふりがな

も よ

1057 萌市 もえし 1096 陽光市 ようこうし

1058 モチノキ市 もちのきし 1097 陽郷市 ようごうし

1059 元木市 もときし 1098 陽推市 ようすいし

1060 元木山市 もときやまし 1099 夜桜市 よざくらし

1061 元山市 もとやまし 1100 四つ葉市 よつばし

1062 森風市 もりかぜし 1101 米沢市 よねさわし

1063 森川市 もりかわし 1102 米市 よねし

1064 森市 もりし 1103 歓迎市 よろこびし

や ら

1065 八坂市 やさかし 1104 来福市 らいふくし

1066 山湖市 やまこし 1105 楽明市 らくめいし

1067 大和市 やまとし り

1068 八摩十市 やまとし 1106 理想都市 りそうとし

1069 山海市 やまみし 1107 竜宮市 りゅうぐうし

1070 やわら市 やわらし 1108 龍湖市 りゅうこし

ゆ 1109 竜湖南市 りゅうこなんし

1071 夕潟市 ゆうかたし 1110 竜翔市 りゅうしょうし

1072 結咲市 ゆうさきし 1111 龍南市 りゅうなんし

1073 悠穂市 ゆうすいし 1112 陵南市 りょうなんし

1074 友成市 ゆうせいし 1113 緑王市 りょくおうし

1075 理想郷市 ゆーとぴあし 1114 緑海市 りょくかいし

1076 夕日田市 ゆうひだし 1115 緑花市 りょくかし

1077 悠悠市 ゆうゆうし 1116 緑花市 りょっかし

1078 雄利市 ゆうりし 1117 緑湖市 りょくこし

1079 ゆかり市 ゆかりし 1118 緑翔市 りょくしょうし

1080 夢希の里市 ゆきのさとし 1119 緑真市 りょくしんし

1081 雪山市 ゆきやまし 1120 緑水市 りょくすいし

1082 ゆたか市 ゆたかし 1121 緑然市 りょくぜんし

1083 豊か市 ゆたかし 1122 緑美市 りょくびし

1084 豊市 ゆたかし 1123 緑風市 りょくふうし

1085 豊加市 ゆたかし 1124 緑豊市 りょくほうし

1086 豊輝市 ゆたかにかがやくし 1125 緑木市 りょくもくし

1087 夢うみ市 ゆめうみし 1126 緑流市 りょくりゅうし

1088 夢里市 ゆめさとし 1127 臨海市 りんかいし

1089 夢市 ゆめし 1128 林海市 りんかいし

1090 夢園市 ゆめぞのし 1129 森雪市 りんせつし

1091 夢南秋市 ゆめなんしゅうし 1130 林然市 りんぜんし

1092 夢羽市 ゆめはねし る

1093 夢見市 ゆめみし 1131 流水市 るすいし

1094 夢みのり市 ゆめみのりし れ

1095 夢盛市 ゆめもりし 1132 連合市 れんごうし
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№ 名称 ふりがな
わ

1133 輪王市 わおうし

1134 若秋田市 わかあきたし

1135 若草市 わかくさし

1136 和香湖市 わかこし

1137 鰙市 わかさぎし

1138 若鷺市 わかさぎし

1139 若さぎ市 わかさぎし

1140 わかさぎ市 わかさぎし

1141 わか杉市 わかすぎし

1142 若杉市 わかすぎし

1143 若葉市 わかばし

1144 わかば市 わかばし

1145 若松市 わかまつし

1146 若浦市 わからし

1147 ワカラナイ市 わからないし

1148 和協市 わきょうし

1149 和皇市 わこうし

1150 和湖市 わこし

1151 和田王市 わだおうし

1152 和美市 わびし

1153 笑いめ市 わらいめし

1154 和楽市 わらくし
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協議第１５号 《継続協議》 

 

 

議会議員の定数及び任期の取扱いについて 

 

 

 

議会議員の定数及び任期の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

平成１５年１１月２８日提出 

 

 

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長  石 川  光 男 

 

 

 

１．議会議員については、市町村の合併の特例に関する法律第７条第１項第１号の規定を適用し、

平成○○年○○月○○日まで引き続き新市の議会議員として在任する。 

２．新市の議会議員の定数は、○○人とする。 

 

 

 

 

 平成  年  月  日確認 

 

 

 

 

  
 



協定項目番号　　６

定　数 定　数 定　数

任期満了日 任期満了日 任期満了日

１　議会議員については、市町村の合併の
特例に関する法律第７条第１項第１号の規
定を適用し、平成○○年○○月○○日まで
引き続き新市の議会議員として在任する。
２　新市の議会議員の定数は、○○人とす
る。

調整内容

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

協議事項 関係項目議会議員の定数及び任期の取扱い

１．　議会議員については、市町村の合併の特例に関する法律第７条第１項第１号の規定を適用し、平成○○年○○月○○日まで引き続き新
市の議会議員として在任する。
２．　新市の議会議員の定数は、○○人とする。

具体的な調整方法
天王町 昭和町 飯田川町

現　　　　　　　況

平成19年2月15日 平成17年9月29日 平成18年10月29日

２０人 １８人 １６人
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１　天王町、昭和町及び飯田川町の現状等

（単位：人）
法　　　定
議員定数

各町条例
議員定数

定数特例 在任特例
 人　　口
（平１２国調）

任　　期

天王町 26 20 20 21,687 H19.2.15
昭和町 18 18 18 8,997 H17.9.29
飯田川町 18 16 16 5,027 H18.10.29
計 62 54 52 54 35,711

２　原則（特例措置の適用なし）
　　合併前の市町村の議員はすべて身分を失い、合併後５０日以内に新たな議員の設置選挙を行う。

一般選挙

３　定数特例（特例法第６条第１項の適用）
　　合併する市町村が協議を行い、法定定数の２倍以内で議員定数を設定し、合併後５０日以内に設置選挙を行う。

一般選挙

４　在任特例（特例法第７条第１項第１号の適用）
　　合併する市町村が協議を行い、合併前の市町村の議員全員が合併後２年以内の期間引き続き在任する。

一般選挙（任期４年）

参考資料

２６×２

設置選挙（任期４年） 一般選挙

合併

選挙なし 一般選挙

合併

議会の定数特例・在任特例について（新設合併）

設置選挙（任期４年） 一般選挙

合併

地方自治法第９１条による定数
２６人以内

地方自治法第９１条による定数
の２倍の範囲

２６人×２＝５２人（上限）
地方自治法第９１条による定数

２６人以内

２年を超えない範囲で協議に
より定める期間在任 地方自治法９１条による定数

２６人以内
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参 考 資 料

県内合併協議会 議会議員の任期の取扱い

合併期日 平成 16年 11月 1日 とする。協議会で確認済
※ 人口 24,207人 法 定数 )26人(

在任特例期間合併協議会名 市町村数 適用特例 適用状況
11ヶ 月千畑町 ･六 郷町 ･仙 南村合併協議会 ３町村 在 任 平成 17年 9月 30日 22人

現在の議員定数 任期満了日
千畑町 １８人（１６人） 平成１６年 ３月３０日 ※ H15.1.1選 挙 から 16人
六 郷町 １６人 平成１９年 ４月３０日
仙南村 １６人 平成１７年 ９月２９日
計 ５０人（４８人）

合併期日 平成 17年 3月 までとする。○協議会で協議中
※ 人口 92,843人 (法 定 数 )30人

在任特例期間合併協議会名 市町村数 適用特例 適用状況
7ヶ 月本荘由利一市七町合併協議会 ８市町 在 任 平成 17年 10月 31日 30人

現 在の議員定数 任期満了日
本荘市 ２４人 平成１９年 ４月２９日
矢島町 １６人 平成１９年 ４月２９日
岩城町 １６人 平成１６年 ７月２７日
由利町 １６人 １４人 平成１５年１２月 ７日 ※ H15.1.1選 挙 から 14人（ ）
大内町 １８人 １６人 平成１７年 ９月２９日 ※ H15.1.1選 挙 から 16人（ ）
東由利町 １４人 平成１６年 ７月２２日
西目町 １４人 平成１９年 ４月３０日
鳥海町 １６人 平成１６年 ３月３０日

（ ）計 １３４人 １３０人
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参 考 資 料

合併期日 平成 17年 3月 末日以前とする。○協議会で協議中
※ 人口 33,565人 (法 定 数 )26人

在任特例期間合併協議会名 市町村数 適用特例 適用状況
7ヶ 月田沢湖・角館・西木合併協議会 ３町村 在 任 平成 17年 10月 31日 24人

現 在の議員定数 任期満了日
田沢湖町 ２０人 平成１７年 ９月２９日
角館町 ２０人 平成１６年 ３月３０日
西木村 １６人 平成１７年 ９月２９日
計 ５６人

○協議会で協議中
合併期日 平成 17年 3月 31日 以 内とする。

※ 人口 58,504人 (法 定 数 )30人
在任特例期間合併協議会名 市町村数 適用特例 適用状況
（６ヶ月）湯沢雄勝合併協議会 在 任 （平成 17年 9月 30日 ） （ 30人 ）４市町村

現 在の議員定数 任期満了日
湯沢市 ２４人 平成１９年 ４月２９日 ○平成 16年 1月 26日 協 議会
稲川町 ２０人 平成１７年 ９月２９日 において、議員 30人 、
雄勝町 １８人 平成１６年 ４月１４日 在任特例期間 6ヶ 月は賛
皆瀬村 １４人 平成１９年 ４月２９日 成少数で否決された。
計 ７６人
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参 考 資 料

合併期日 平成 17年 3月 22日 と する。○協議会で協議中
※ 人口 90,421人 法 定数 )30人(

在任特例期間合併協議会名 市町村数 適用特例 適用状況
１年以内大曲仙北合併協議会 ８市町村 在 任 平成 18年 3月 22日 以 内 30人

現在の議員定数 任期満了日
大曲市 ２４人 平成１９年 ５月 ２日
神岡町 １６人 平成１６年 ３月３０日 ○平成 16年 2月 9日 協 議会
西仙北町 １８人 平成１６年 ２月２９日 において、議員 30人 、
中仙町 ２０人 平成１９年１１月 ２日 在任特例期間は 1年 以内

。協和町 １８人 平成１６年 ３月３０日 とすることが確認された
南外村 １４人 平成１６年 ３月３０日
仙北町 １８人 平成１６年 ３月３０日
太田町 １８人 平成１６年 ３月３０日
計 １４６人
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協議第１６号 《継続協議》 

 

 

農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて 

 

 

 

農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

平成１５年１１月２８日提出 

 

 

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長  石 川  光 男 

 

 

 

１．新市に１つの農業委員会を置き、３町の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の

合併の特例に関する法律第８条第１項第１号の規定を適用し、合併後、平成１７年７月１９日ま

で引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。 

２．新市の選挙による委員の定数は、○○人とする。また農業委員会等に関する法律第１２条第２

号の規定による選任による委員の定数は、○人とする。 

 

 

 

 

 平成  年  月  日確認 
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天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容      協定項目番号   ７                 

協 議 事 項         農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて 関 係 項 目         

調整の内容 

１．新市に１つの農業委員会を置き、３町の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律

第８条第１項第１号の規定を適用し、合併後、平成１７年７月１９日まで引き続き新市の農業委員会の選挙による委員と

して在任する。 

２．新市の選挙による委員の定数は、○○人とする。また農業委員会等に関する法律第１２条第２号の規定による選任によ

る委員の定数は、○人とする。 

 

 天王町 昭和町 飯田川町 

現
在
の
農
業
委
員
会
委
員
の
数
及
び
任
期 

 

＊ 総数    １７人 

 

① 選挙による委員   １０人（定数１０人） 

 

② 選任による委員    ７人 

・農業協同組合推薦  １人 

・農業共済組合推薦  １人 

・町議会推薦     ５人 

 

＊任期満了日  平成１７年７月１９日 

 

農地面積（ha)   １，４９９ 

 

農家数 （戸)    ７２６  

（平成１２年２月１日現在農林業センサス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 総数    １５人 

 

①選挙による委員   １１人（定数１１人） 

 

②選任による委員    ４人 

・農業協同組合推薦  １人 

・農業共済組合推薦  １人 

・町議会推薦     ２人 

 

＊任期満了日  平成１７年７月１９日 

 

農地面積（ha)    ９７７ 

 

農家数 （戸)   ７６６  

（平成１２年２月１日現在農林業センサス） 

 

 

＊ 総数   １５人 

 

① 選挙による委員 １１人（定数１２人） 

 

② 選任による委員    ４人 

・農業協同組合推薦   １人 

・農業共済組合推薦  １人 

・町議会推薦     ２人 

 

＊任期満了日  平成１７年７月１９日 

 

農地面積（ha)    ６４８ 

 

農家数 （戸)   ３６２ 

（平成１２年２月１日現在農林業センサス） 
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新
市
農
業
委
員
会
の
定
数
及
び
任
期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在任特例の場合 

 

【参考】合併後の農業委員会の委員    

 ● 選挙による委員 《３２人》 

                     ＊現在の３町の農業委員が、合併の日から１年を超えない範囲で引き続き在任する。  

「市町村の合併の特例に関する法律第８条第１項第１号」 

                     天王町   １０人  

  昭和町   １１人 

  飯田川町 １１人 

 

                  ● 選任による委員 《８人以内》 

                     ＊現在の委員は合併前日に失職し、新たに選任する。  

「農業委員会等に関する法律第１２条第１項」 

 

                               農業協同組合が推薦した理事 ２人  

 農業共済組合が推薦した理事 １人 

 市議会が推薦した学識経験者 ５人以内  

   

 

 

 

 

 

区  分 選任方法等 定  数 任  期 根 拠 法 令 

原 則   新たに選挙する 条例で定める数 3 年 

農業委員会等に関する法律第

3 条、第 7 条及び第 15 条の各

第 1項 
新市に 1 つの委員会を置く

場合 

特 例   

右記の定数を超えるとき

は、合併関係市町村の選

挙による委員で互選する

協議により 80 を超

えず 10 を下らない

数 

合併後 1 年を超え

ない範囲で合併関

係市町村の協議で

定める期間 

農業委員会等に関する法律第

3条、市町村の合併の特例に関

する法律第 8 条第 1 項、第 2

項 
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参 考 資 料

県内合併協議会 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて

協議会で確認済
農業委員会選挙人名簿数 34,857人 (平 成 14年 3月 31日 )

選挙による委員合 併協議会名 市町村数 適用特例 適用状況
在 任 平成 17年 7月 19日 40と 30人大曲仙北合併協議会 ８市町村

２つの農業委員会 旧市町村ごとに選挙区を設ける ※大曲市 ･中 仙 町 ･仙 北町 ･太 田町 40人 ＋ (7)
神 岡 町 ･西 仙 北町 ･協 和 町 ･南 外村 30人 ＋ (7)

選 挙 による人数 ＋ 選任委員

任期満了日委員定数合計 選挙による委員 議会推薦 農協 ･共 済 推薦

大 曲市 ２２人 平成１７年７月１９日17人 3人 2人
神岡町 １５人 平成１７年７月１９日10人 3人 2人
西 仙北町 １６人 平成１７年７月１９日13人 1人 2人
中仙町 ２０人 平成１７年７月１９日14人 4人 2人
協和町 １５人 平成１７年７月１９日12人 1人 2人
南外村 １４人 平成１７年７月１９日10人 2人 2人
仙北町 １７人 平成１７年７月１９日12人 3人 2人
太田町 １８人 平成１７年７月１９日12人 4人 2人

100人計

○協議会で協議中
農業委員会選挙人名簿数 7,411人 (平 成 14年 3月 31日 )

選挙による委員合 併協議会名 市町村数 適用特例 適用状況
田沢湖・角館・西木合併協議会 ３町村 在 任 平成 17年 7月 19日 20人

任期満了日委員定数合計 選挙による委員 議会推薦 農協 ･共 済 推薦

田 沢湖町 １９人 平成１７年７月１９日14人 3人 2人
角館町 １６人 平成１７年７月１９日11人 3人 2人
西木村 １５人 平成１７年７月１９日10人 3人 2人

35人計

湯沢雄勝合併協議会 在任特例を適用 平成 17年 7月 19日○ 協議会で協議中
選挙 に よ る 委員 30人選挙区を設ける
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農 業 委 員 会 調 整 会 議 に よ る 農 業 委 員 会 の
定 数 及 び 任 期 の 取 扱 い に つ い て （ 案 ）

（ 会 議 の 経 緯 ）
１ ． 日 時 平 成 １ ５ 年 ８ 月 ７ 日 （ 金 ） 午 後 ３ 時
２ ． 場 所 昭 和 町 役 場 第 ４ 会 議 室
３ ． 出 席 者 天 王 町 、 昭 和 町 、 飯 田 川 町 各 農 業 委 員 会 会 長 ３ 名 、 会 長 職 務 代 理 者 ３ 名

各 町 農 業 委 員 会 事 務 局 長 ３ 名 、 事 務 局 員 ３ 名 計 １ ２ 名
４ ． 案 件 町 村 合 併 に 基 づ く 農 業 委 員 会 委 員 の 定 数 及 び 任 期 の 取 扱 い に つ い て

※ （ 法 ） 農 業 委 員 会 等 に 関 す る 法 律
（ 施 ） 農 業 委 員 会 等 に 関 す る 法 律 施 行 令

○ 農 業 委 員 会 の 数 に つ い て １ つ （ 法 第 3条 第 1号 ）→

（ 検 討 事 項 ）
１ ． 委 員 の 任 期 に つ い て 平 成 １ ７ 年 ７ 月 １ ９ 日 ま で と す る 。→
理 由 ： 現 委 員 の 任 期 は ３ 町 と も 同 一 で あ り 、 全 国 統 一 選 挙 の 平 成 １ ７ 年 ７ 月 １ ９ 日 ま で と す る 。

２ ． 農 業 委 員 の 定 数 （ 選 挙 委 員 ） ２ ０ 人 以 内 （ 法 7条 1号 、 施 第 2条 の 2）→
理 由 ： 地 区 の 農 家 数 1 , 8 5 4戸 を 、 秋 田 県 に お け る 選 挙 委 員 一 人 当 り の 平 均 農 家 数 ９ ３ 戸 で 割 っ て 算 出 し た 。

３ ． 農 業 委 員 の 定 数 （ 選 任 委 員 ） ６ 名→
理 由 ： こ の 管 内 に 秋 田 み な み 、 あ き た 湖 東 と 農 協 は ２ つ あ る の で ２ 名 （ 法 第 1 2条 第 1号 ） 決 定

共 済 組 合 は 秋 田 地 域 農 業 共 済 が １ つ で あ り １ 名 （ 法 第 1 2条 第 1号 ） 決 定
市 議 会 が 推 薦 し た 学 識 経 験 者 と し て 旧 町 か ら 各 １ 名 の ３ 名 と す る 。 （ 法 第 1 2条 第 2号 ） ５ 名 以 内

４ ． 選 挙 区 に つ い て ３ 選 挙 区 （ 法 第 1 0条 の 2、 施 第 5条 ）→
理 由 ： 農 地 の 地 域 的 な 実 情 を 考 慮 し 、 当 面 は 旧 町 単 位 に 選 挙 区 を 設 置 す る 。

選 挙 区 の 設 置 に よ る 委 員 の 定 数 は 、 平 成 1 6年 3月 3 1日 に 確 定 す る 登 録 選 挙 人 の 人 数 に よ り 調 整 す る 。
将 来 は １ つ の 選 挙 区 と す る 方 向 で 検 討 す る 。

３ ． 在 任 特 例 後 、 最 初 に 行 わ れ る 選 挙 は 、 農 業 委 員 会 に 旧 町 単 位 と す る 選 挙 区 を 設 置 す る 。
た だ し 、 各 選 挙 区 の 委 員 の 定 数 は 、 平 成 １ ６ 年 ３ 月 ３ １ 日 確 定 す る 登 録 選 挙 人 の 数 に よ り 調 整 す る 。



- 31 - 

協議第４２号  

 

 

窓口業務の取扱いについて 

 

 

 

窓口業務の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

平成１６年２月２６日提出 

 

 

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長  石 川  光 男 

 

 

 

 各庁舎に総合窓口センターを設置し、住民サービスの向上に努めるものとする。 

 

 

 

 

 平成  年  月  日確認 

 

 

  
 



協定項目番号　２４－７

事務事業名

窓口業務受付内容

〈受付交付時間〉 〈受付交付時間〉 〈受付交付時間〉

　　　平日 　　　平日 　　　平日 各庁舎に総合窓口センタ－を

　　　土曜、日曜、祝日、年末年始は休業 　　　土曜、日曜、祝日、年末年始は休業 　　　土曜、日曜、祝日、年末年始は休業 設置し、住民サ－ビスの向上

に努めるものとする。

〈平日の時間外の対応〉 〈平日の時間外の対応〉 〈平日の時間外の対応〉 時間外・閉庁日の対応は、合併時

　　　毎週水曜日は午後７時まで 　　　毎週水曜日は午後７時まで 　　　毎週水曜日は午後７時まで までに調整する。

天王町追分出張所は、現行の

　夜間 　夜間 　夜間 とおりとする。

夜間ポストにより対応している。 宿直管理人により対応している。

　　　している。 ・戸籍届書の受領

（ただし、死亡届については、火葬日時の申 総合窓口センタ－は、住民がよく

込受付のみとし、手続きは翌日職員が対応） 利用する窓口業務を行う。

〈閉庁日の対応〉 〈閉庁日の対応〉 〈閉庁日の対応〉 取扱業務の例・・戸籍・住民票発行

日直の職員により対応している。 日直の職員により対応している。 日直の職員により対応している。 税の納付、税証明、

・戸籍届書の受領及び埋火葬許可証交付 ・戸籍届書の受領及び埋火葬許可証交付 ・戸籍届書の受領及び埋火葬許可証交付 福祉年金申請、国民年金申請

・火葬日時申込み受付 ・火葬日時申込み受付 ・火葬日時申込み受付 農地転用申請、道路の維持管理

公営住宅・上下水道加入等の申込

学校の転入転出・各種相談等

〈受付交付時間〉

　　　平日

　　　土曜、日曜、祝日、年末年始は休業

〈平日の時間外の対応〉

　　　毎週水曜日は午後７時まで

〈窓口の業務内容〉

住民票、戸籍、印鑑、税務等の各種証明発行

町税、介護保険、上下水道料金等の収納

交通災害、犬の登録等各種申請書類の受付

ごみ袋及び搬入許可書の取扱等

バスの割引券の発行

分庁方式（合併時）

８時３０分から１７時１５分 ８時３０分から１７時１５分 ８時３０分から１７時１５分

警備保障の連絡により担当が対応

○本庁

昭和町 飯田川町
具体的な調整方法

現　　　　　　　況

天王町

　○追分出張所

８時３０分から１７時１５分

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

協議事項

調整内容

窓口業務 関係項目

　　各庁舎に総合窓口センタ－を設置し、住民サービスの向上に努めるものとする。
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事務事業名

電算により処理 電算により処理 電算により処理

住基システム、戸籍システム、印鑑システム 住基システム 住基システム、印鑑システム

印鑑の登録 印鑑登録証（カ－ド） 印鑑登録証（手帳） 印鑑登録証（手帳） 天王町の例による

閲覧方法 閲覧方法 閲覧方法

火曜日～木曜日（執務時間内） 月曜日～金曜日（執務時間内）

閲覧者は２名以内 閲覧者は２名以内 左に同じ

町民生活課内 町民生活課内

事前に電話予約・依頼文書が必要 事前に電話予約・依頼文書が必要

委託契約

全国の都道府県及び市町村を電気通信回 左に同じ 左に同じ 現行のとおり

線で結び、全国規模で行うシステムのため、

全国統一スケジュールにより整備を進めて

いく。

　　既存システム改修等

外国人登録 外国人登録法・登録事務取扱要領・特別永住

事務取扱要領に基づき事務を行っている。

〈主な手続き〉

・新規登録申請

・家族事項登録申請 左に同じ 左に同じ 現行のとおり

・登録証引替交付申請

・登録証再交付申請

・居住地変更申請

・居住地以外変更申請

・登録の訂正申請

・登録確認申請

・原票の閉鎖

〈交付関係等〉

・外国人登録記載事項証明書

・印鑑登録証

・印鑑登録証明書

昭和町・飯田川町の例

による。

具体的な調整方法
現　　　　　　　況

合併時まで調整する

天王町 昭和町 飯田川町

住民基本台帳ネッ
トワークシステム

各種証明書発行
及び異動手続き

住民基本台帳
の閲覧
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協議第４３号  

 

 

保健衛生事業の取扱いについて 

 

 

 

保健衛生事業の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

平成１６年２月２６日提出 

 

 

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長  石 川  光 男 

 

 

 

１．母子保健事業の幼児健診については、現行のとおり実施し、実施回数等については合併時まで

に調整する。乳児健診の対象月齢は昭和町の例による。また、妊婦健診については、天王町・昭

和町の例による。 

２．予防接種事業については、現行のとおり実施し、実施回数等については合併時までに調整する。

３．結核予防事業については、現行のとおりとする。 

４．老人保健事業については、対象者、実施方法及び自己負担額を合併時に再編する。 

５．機能訓練事業については、介護保険サービス・介護予防事業で対応し、合併時に廃止する。 

 

 

 

 

 平成  年  月  日確認 

 

 

 

 

  
 



協定項目番号　２４－８

１．母子保健事業の幼児健診については、現行のとおり実施し、実施回数等については合併時までに調整する。

　　乳児健診の対象月齢は昭和町の例による。また、妊婦健診については、天王町・昭和町の例による。

２．予防接種事業については、現行のとおり実施し、実施回数等については合併時までに調整する。

３．結核予防事業については、現行のとおりとする。

４．老人保健事業については、対象者、実施方法及び自己負担額を合併時に再編する。

５．機能訓練事業については、介護保険サービス・介護予防事業で対応し、合併時に廃止する。

事務事業名

母子保健事業

　（幼児健康診査） 幼児健康診査 幼児健康診査 幼児健康診査

　 集団健康診査 　 集団健康診査 　 集団健康診査

対象　１歳６ヶ月児～１歳７ヶ月児（年１０回） 対象　１歳６ヶ月～１歳７ヶ月児 対象　１歳６ヶ月～１歳９ヶ月児（年３回）

　　　　３歳６ヶ月児～３歳７ヶ月児（年７回） 　　　　３歳６ヶ月～３歳７ヶ月児 　　　　３歳３ヶ月～３歳６ヶ月児（年３回）

健診事後指導 健診事後指導 健診事後指導

１歳６ヶ月・３歳児健診精神発達精密健診

及び事後指導 左に同じ 左に同じ

１歳６ヶ月児歯科検診 １歳６ヶ月児歯科検診 １歳６ヶ月児歯科検診

（３歳児歯科健診と同時実施　年６回）

集団歯科検診 集団歯科検診 集団歯科検診

対象者　１歳６ヶ月児（年１０回） 対象者　１歳６ヶ月児～１歳７ヶ月児 対象者　１歳６ヶ月児～１歳９ヶ月児（年３回）

２歳児歯科検診 ２歳児歯科検診 ２歳児歯科検診

集団歯科検診 集団歯科検診 集団歯科検診

対象者　２歳６ヶ月児（年６回） 対象者　２歳４ヶ月児～２歳７ヶ月児（年３回） 対象者　２歳３ヶ月児～２歳６ヶ月児（年３回）

３歳児歯科検診 ３歳児歯科検診 ３歳児歯科検診

集団歯科検診 （１歳６ヶ月歯科健診と同時実施　年６回） 集団歯科検診

対象者　３歳６ヶ月児～３歳８ヶ月児（年７回） 集団歯科検診 対象者　３歳３ヶ月児～３歳６ヶ月児（年３回）

対象者　３歳６ヶ月児～３歳７ヶ月児

　（乳児健康診査） 乳児健康診査 乳児健康診査 乳児健康診査

　 集団健康診査 　 集団健康診査 集団健康診査

対象　４ヶ月児（毎月） 対象　４、７、１０ヶ月児（毎月） 対象　４、７、１０、１３ヶ月児（毎月）

　　　　７ヶ月児（毎月）

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

協議事項

調整内容

保健衛生事業 関係項目

現行のとおり実施し、
実施回数等について
は合併時までに調整
する。

昭和町 飯田川町

対象月齢は昭和町の
例による。実施回数
については合併時ま
でに調整する。

具体的な調整方法
現　　　　　　　況

天王町

（１歳６ヶ月児・３歳児健康診査と同時実施　年６回）
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事務事業名

母子保健事業

　（妊婦健診） 妊婦健診 妊婦健診 妊婦健診

妊婦一般健診２回 　 妊婦一般健診２回 　

Ｂ型肝炎検査 Ｂ型肝炎検査

感染症検査

超音波検査 超音波検査

　 妊婦一般検診（ＮＳＴを含む） 左に同じ 　

母体健康増進支援事業による一般健診４回 母体健康増進支援事業による一般健診４回

妊婦歯科健診１回 歯科健診１回

　・実施方法　　　個別健診 　・実施方法　　　個別健診

　・町補助金額　 　・町補助金額　 

妊婦一般健診 　　　５，９８０円 妊婦一般健診 　　　５，９８０円

ＨＢＳ抗原検査 　　　　　５００円 ＨＢＳ抗原検査 　　　　　５００円

超音波検査・感染症検査・ＮＳＴを 超音波検査 　　　５，０００円

含む一般検診 　　　５，０００円

母体健康増進支援事業一般健診 ５，０００円 母体健康増進支援事業一般健診 ５，０００円

母体健康増進支援事業歯科健診 ４，０００円 母体健康増進支援事業歯科健診 ４，０００円

天王町・昭和町の例によ
る。

具体的な調整方法
現　　　　　　　況

天王町 昭和町 飯田川町
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事務事業名

予防接種事業 三種混合

実施方法　　　個別接種 左に同じ 左に同じ

対象者　　　　 ３ヶ月児～９０ヶ月児　

自己負担額　 無

日本脳炎

実施方法　　　 個別接種・集団接種 左に同じ 左に同じ

対象者　　　　満３歳～９０ヶ月児・児童・生徒　

自己負担額　 無

麻疹

　 実施方法　　　個別接種 左に同じ 左に同じ

対象者　　　　満１歳～９０ヶ月児　

自己負担額　 無

風疹

実施方法　　　個別接種 左に同じ 左に同じ

対象者　　　　満１歳～９０ヶ月児　

自己負担額　 無　

ポリオ ポリオ

実施方法　　　集団接種 実施方法　　　集団接種 左に同じ

対象者　　　　 ３ヶ月児～９０ヶ月児　 対象者　　　　 ３ヶ月児～９０ヶ月児　

実施回数　　　年６回 実施回数　　　年２回

自己負担額　 無　 自己負担額　 無　

ツベルクリン反応検査・ＢＣＧ ツベルクリン反応検査・ＢＣＧ

実施方法　　　集団接種 実施方法　　　集団接種

対象者　　　　 ３ヶ月児～４８ヶ月児　 対象者　　　　 ３ヶ月児～４８ヶ月児　 左に同じ

実施回数　　　年５回 実施回数　　　年２回

自己負担額　 無　 自己負担額　 無　

二種混合

実施方法　　　集団接種 左に同じ 左に同じ

対象者　　　 　児童

インフルエンザ

実施方法　　　個別接種 左に同じ 左に同じ

対象者   　　　６５歳以上

公費負担 １，０００円

現行のとおり実施し、集団接
種の実施回数等について
は、合併時までに調整する。

具体的な調整方法
現　　　　　　　況

天王町 昭和町 飯田川町
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事務事業名

結核予防事業 結核検診（一般住民） 結核検診（一般住民） 結核検診（一般住民） 現行のとおり

　 委託先 秋田県総合保健事業団 　 委託先 秋田厚生会（湖東総合病院） 　 委託先 秋田厚生会（湖東総合病院）

対象者　　１８歳以上 対象者　　１８歳以上 対象者　　１８歳以上

自己負担額　 無 自己負担額　 無 自己負担額　 無

老人保健事業 基本健康診査 基本健康診査 基本健康診査

実施方法  早朝集団検診 実施方法 早朝集団検診 実施方法 早朝集団検診

対象者　　４０歳以上（３９歳以下希望者可）　 対象者　　３０歳以上（２９歳以下希望者可）　　 対象者　 ４０歳以上（３９歳以下希望者可）　

委託先　　　秋田県総合保健事業団（全ての検診） 　 委託先　　  秋田厚生会〈湖東総合病院〉（全ての検診） 　 委託先　　秋田厚生会〈湖東総合病院〉（全ての検診）

自己負担額　１，０００円 自己負担額　１，０００円 自己負担額　１，０００円 （７０歳以上、

（７０歳以上、町民税非課税世帯は無料）     町民税非課税世帯は無料）

胃がん検診 胃がん検診 胃がん検診 胃がん検診

実施方法　   早朝集団検診 実施方法　   早朝集団検診 実施方法　　早朝集団検診 ・対象年齢　３０歳以上

対象者 　 ４０歳以上（３９歳以下希望者可）　 対象者　　　　３０歳以上　　 対象者 　 ４０歳以上（３９歳以下希望者可）　 ・受診者負担額　　　６００円

自己負担額　６００円 自己負担額　８００円 自己負担額　１，０００円 （町民税非課税世帯は無料）

（町民税非課税世帯は無料）

大腸がん検診 大腸がん検診 大腸がん検診 大腸がん検診

実施方法　   早朝集団検診 実施方法　   早朝集団検診 実施方法　　早朝集団検診 ・対象年齢　３０歳以上

対象者 　 ４０歳以上（３９歳以下希望者可）　 対象者　　３０歳以上（２９歳以下希望者可）　　 対象者 　 ４０歳以上（３９歳以下希望者可）　 ・受診者負担額　　　３００円

自己負担額　３００円 自己負担額　６００円 自己負担額　５００円 （町民税非課税世帯は無料）

（町民税非課税世帯は無料）

肺がん検診 肺がん検診 肺がん検診 肺がん検診（読影）

実施方法　   早朝集団検診 実施方法　   早朝集団検診 実施方法　　早朝集団検診 ・対象年齢　４０歳以上

　・肺がん読影 　・40歳以上全て肺がん読影（結核検診受診者） 　・40歳以上全て肺がん読影（結核検診受診者） ・受診者負担額　　　　　無料

　・喀痰検査 　・喀痰検査 　・喀痰検査

対象者 　 ４０歳以上（３９歳以下希望者可）　 対象者　　　 ４０歳以上 対象者　　　 ４０歳以上（３９歳以下希望者可）　 肺がん検診（喀痰）

自己負担額　３００円（肺がん読影者全員） 自己負担額　７００円（喀痰検査者のみ） 自己負担額　５００円（喀痰検査者のみ） ・対象年齢　４０歳以上

（町民税非課税世帯は無料） ・受診者負担額　　　５００円

（町民税非課税世帯は無料）

子宮がん検診・卵巣がん健診 子宮がん検診・卵巣がん健診 子宮がん検診・卵巣がん健診 子宮がん検診・卵巣がん健診

実施方法　   集団検診 実施方法　   早朝集団検診 実施方法　   早朝集団検診

対象者　　　　 ３０歳以上 対象者　　　　 ３０歳以上 対象者　　　　 ３０歳以上 ・対象年齢　３０歳以上

自己負担額　８００円 自己負担額　１，０００円 自己負担額　１，０００円 ・受診者負担額　　　８００円

（町民税非課税世帯は無料） （町民税非課税世帯は無料）（７０歳以上、福祉医療受給者、町民税非課税世
帯は無料）

（７０歳以上、福祉医療受給者、町民税非課税世
帯は無料）

（７０歳以上、福祉医療受給者、町民税非課税世
帯は無料）

（７０歳以上、福祉医療受給者、町民税非課税世
帯は無料）

（７０歳以上、福祉医療受給者、町民税非課税世
帯は無料）

（７０歳以上、福祉医療受給者、町民税非課税世
帯は無料）

（７０歳以上、福祉医療受給者、町民税非課税世
帯は無料）

（７０歳以上、福祉医療受給者、町民税非課税世
帯は無料）

（７０歳以上、福祉医療受給者、町民税非課税世
帯は無料）

（７０歳以上、福祉医療受給者、町民税非課税世
帯は無料）

現　　　　　　　況

天王町 昭和町 飯田川町

基本健康診査

・受診者負担額　１，０００円

・対象年齢　３０歳以上　　

具体的な調整方法
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事務事業名

老人保健事業 乳がん検診 乳がん検診 乳がん検診 乳がん検診（視触診）

実施方法　  集団検診 実施方法　  早朝集団検診 実施方法　　早朝集団検診 ・対象年齢　３０歳以上

対象者　　　　 ３０歳以上 対象者　　　　 ３０歳以上 対象者　　　　 ３０歳以上 ・受診者負担額　　　２００円

自己負担額　２００円 自己負担額　５００円 自己負担額　５００円

（町民税非課税世帯は無料） ・対象年齢　５０歳～６９歳

・受診者負担額　１，０００円

（町民税非課税世帯は無料）

前立腺がん検診 前立腺がん検診 前立腺がん検診

　 実施方法　  早朝集団検診 実施方法　　早朝集団検診 ・対象年齢　５０歳以上

対象者　　　　５０歳以上（男性） 対象者　　　　５０歳以上（男性） ・受診者負担額　　　５００円

自己負担額　５００円 自己負担額　５００円

（町民税非課税世帯は無料）

肝炎ウイルス検診 肝炎ウイルス検診 肝炎ウイルス検診 肝炎ウィルス検診

　 実施方法　   早朝集団検診 実施方法　   早朝集団検診 実施方法　　早朝集団検診 ・対象年齢　４０歳以上

対象者　　　  ４０歳以上 対象者　　　  ４０歳以上の節目等該当者 対象者　　　　４０歳以上の節目等該当者 ・受診者負担額　　　５００円

自己負担額　１，０００円 自己負担額　７００円 自己負担額　５００円

（町民税非課税世帯は無料） （町民税非課税世帯は無料）

骨粗鬆症検診 骨粗鬆症検診 骨粗鬆症検診 骨粗鬆症検診

実施方法　　　集団検診 実施方法　　　個別検診（医療機関方式） 実施方法　　　集団検診 ・対象年齢　３０歳～６４歳

対象者　　　　 ３０歳以上（女性） 対象者　　　　 ３０歳～５９歳（女性） 対象者　　　　 ３０歳～６４歳（女性） ・受診者負担額　　　８００円

自己負担額　１，０００円 自己負担額　１，０００円 自己負担額　８００円

（町民税非課税世帯は無料） （町民税非課税世帯は無料） （町民税非課税世帯は無料） （町民税非課税世帯は無料）

健康手帳交付

・居住地を有する４０歳以上のもの 現行のとおり

・健康教育、健康相談、健康診査、機能訓練、 左に同じ 左に同じ

　訪問指導を受けた者で希望する者

機能訓練事業（リハビリ学級） 機能訓練事業（リハビリ学級）

種類　　　　　 A型 種類　　　　　 A型

実施内容　　 機能訓練、親睦会 実施内容　　 機能訓練、親睦会

対象者　　　　脳卒中後遺症等 対象者　　　　脳卒中後遺症等

（７０歳以上、福祉医療受給者、町民税非課税
世帯は無料）

（７０歳以上、福祉医療受給者、町民税非課税
世帯は無料）

（７０歳以上、福祉医療受給者、町民税非課税
世帯は無料）

介護保険サービス・介護予
防事業で対応し、合併時に
廃止する。

（７０歳以上、福祉医療受給者、町民税非課税
世帯は無料）

（７０歳以上、福祉医療受給者、町民税非課税
世帯は無料）

（７０歳以上、福祉医療受給者、町民税非課税
世帯は無料）

乳がん検診（マンモグラフィ）

具体的な調整方法
現　　　　　　　況

天王町 昭和町 飯田川町
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協議第４４号  

 

 

健康づくり事業の取扱いについて 

 

 

 

健康づくり事業の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

平成１６年２月２６日提出 

 

 

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長  石 川  光 男 

 

 

 

１．健康まつりについては、新市のイベントに併せて実施する。 

２．各種団体（地区組織）については、当面、現行のとおりとし、それぞれの実情を尊重しながら、

新市において組織づくりができるように調整に努める。 

３．健康づくり教室等については、合併時までに調整し、統一して実施する。 

 

 

 

 

 平成  年  月  日確認 

 

  
 



協定項目番号２４－１６

１．健康まつりについては、新市のイベントに併せて実施する。

２．各種団体（地区組織）については、当面、現行のとおりとし、それぞれの実情を尊重しながら、新市において組織づくりができるように調整に努める。

３．健康づくり教室等については、合併時までに調整し、統一して実施する。

事務事業名

健康まつり 「産業祭」に併せて健康展開催 「健康まつり」として単独開催

「町功労者表彰式」に併せて町民のつどいを開催 （平成１６年度は文化祭に併せて開催）

健康推進員 天王町健康生活推進委員会　　　　　２３０名 昭和町健康推進協議会　　　　　９７名

・町の検診事業、健康づくり事業に協力 ・町の検診事業、健康づくり事業に協力

食生活改善推進員 食生活改善部会 昭和町食生活改善推進協議会

（天王町健康生活推進委員会の一部会） （昭和町健康推進員兼務）

・食生活に関する学習及び実践 ・食生活に関する学習及び実践

・学習内容を地区住民に伝達し普及する ・学習内容を地区住民に伝達し普及する

愛育班連絡会 天王町愛育班連絡会　　　　　　　１９０名 飯田川町母子愛育会(全町組織）１４３名

　   （一部の地域において組織されている）
・妊産婦、乳幼児への家庭訪問等

・町の健康づくり事業に協力 ・地域づくり・健康づくりのための話し合い
・町の保健事業への協力、推進

結核予防婦人会 結核予防部会 昭和町結核予防婦人会 飯田川町結核予防婦人会　　　　　　　８０１名

（天王町健康生活推進委員会の一部会） （昭和町健康推進員兼務） （飯田川町婦人会兼務）

・複十字ｼｰﾙ募金、結核検診の推進 ・複十字ｼｰﾙ募金、結核検診の推進 ・複十字ｼｰﾙ募金、結核検診の推進

健康づくり教室等 ・生活習慣病予防教室　　 ・町内会健康教室 ・生活習慣病予防教室　　・栄養改善教室　

・個別健康教育　 ・生き生き健康教室（転倒予防教室） ・個別健康教育

・骨粗鬆症予防教室 ・健康推進員学習会 ・骨粗鬆症予防教室

・転倒予防教室 ・推進員地区伝達講習会 ・移動健康教室

・介護予防筋力トレーニング事業 その他地域の団体等からの依頼により実施 ・生命の貯蓄体操

その他地域の団体等からの依頼により実施 その他地域の団体等からの依頼により実施

各種団体（地区組織）に
ついては、当面、現行の
とおりとし、それぞれの
実情を尊重しながら、新
市において組織づくりが
できるように調整に努め
る。

健康づくり教室等につい
ては、合併時までに調
整し、統一して実施す
る。

新市のイベントに併せて
実施する。

具体的な調整方法
現　　　　　　　況

天王町 昭和町 飯田川町

母と子の健康を中心に、それらを取り巻く地域
全体を包括した健康づくりと明るく住み良い地
域づくりをめざす。

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

協議事項

調整内容

健康づくり事業について 関係項目

母と子の健康づくりを中心に、それらを取り巻く
すべての住民の健康の保持増進を図る。
・妊産婦、乳幼児への声かけ訪問及び高齢者、
特に一人暮らし老人や高齢夫婦世帯等への声
かけ訪問

町民の健康保持・増進を図るため、生活習慣病予
防活動等により健康で明るい町づくりをめざす

住民の自主的活動により、町の保健衛生を改
善し「長寿」をめざし、平和で豊かな町をめざす

（食生活改善推進協議会、結核予防婦人会と兼
務）

地区のリーダーとして健康づくりを推進するため
の食生活、栄養面での実態、改善する方法を学
び健康で明るい町づくりに寄与する。

（6つの部会制：食生活改善、結核予防、環境衛
生、母子衛生、生活習慣病予防、保健教育）

地区のリーダーとして健康づくりを推進するための
食生活、栄養面での実態、改善する方法を学び健
康で明るい町づくりに寄与する。
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協議第４５号  

 

 

農林水産関係事業の取扱いについて 

 

 

 

農林水産関係事業の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

平成１６年２月２６日提出 

 

 

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長  石 川  光 男 

 

 

 

１．農業振興地域整備計画及び地域水田農業ビジョンについては、新市において新たに策定する。 

なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を運用する。 

２．生産目標数量配分等については、新市において調整する。 

３．その他の農業関係事業については、次のとおり実施するものとする。 

（１）国・県補助事業については、新市においても引き続き実施する。 

（２）町単独事業及び補助金については、従来からの経緯、実情に配慮しつつ新市において調整する。

４．農業関係協議会等については、それぞれの実情を尊重しながら調整に努める。 

５．農村環境計画、森林整備計画については、新市において新たに策定する。なお、新計画が策定さ

れるまでの間は、現計画を運用する。 

６．土地改良関係事業、林業、漁業については、次のとおり実施するものとする。 

（１）県営土地改良事業については、新市においても引き続き実施する。 

（２）国・県補助事業については、新市においても引き続き実施する。 

（３）町単独事業については、従来からの経緯、実情に配慮しつつ新市において調整する。 

 

 

 

 

 平成  年  月  日確認 

 

  
 



協定項目番号２４－１９

１．　農業振興地域整備計画及び地域水田農業ビジョンについては、新市において新たに策定する。

　　なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を運用する。

２．　生産目標数量配分等については、新市において調整する。

３．　その他の農業関係事業については、次のとおり実施するものとする。

　　（１）国・県補助事業については、新市においても引き続き実施する。　　　　　

　　（２）町単独事業及び補助金については、従来からの経緯、実情に配慮しつつ新市において調整する。

４．　農業関係協議会等については、それぞれの実情を尊重しながら調整に努める。

５．　農村環境計画、森林整備計画については、新市において新たに策定する。

　　なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を運用する。

６．　土地改良関係事業、林業、漁業については、次のとおり実施するものとする。

　　（１）県営土地改良事業については、新市においても引き続き実施する。

　　（２）国・県補助事業については、新市においても引き続き実施する。

　　（３）町単独事業については、従来からの経緯、実情に配慮しつつ新市において調整する。

事務事業名

天王町農業振興地域整備計画 昭和町農業振興地域整備計画 飯田川町農業振興地域整備計画 新市において、新たに作成

　地域指定：昭和４８年度 地域指定：昭和４８年度 地域指定：昭和４８年度 する。なお、新計画が策定

特別管理：平成　　９年度（５年ごと） 特別管理：平成　　９年度（５年ごと） 特別管理：平成　　９年度（５年ごと） されるまでの間は、現計画

一般管理：年数回、随時 一般管理：年数回、随時 一般管理：年数回、随時 を運用する。

策定機関：農業振興推進協議会 策定機関：農業振興推進協議会 策定機関：農業振興推進協議会

天王町地域水田農業ビジョン 昭和町地域水田農業ビジョン 飯田川町地域水田農業ビジョン

計画期間　平成１６年～２２年度 計画期間　平成１６年～２２年度 計画期間　平成１６年～２２年度

策定機関：水田農業推進協議会 策定機関：水田農業推進協議会 策定機関：水田農業推進協議会

農家数 農家数 農家数

①専業農家　　　　　　８３戸 ①専業農家　　　　　　７０戸 ①専業農家　　　　　　２３戸

②兼業農家　　　　　５６３戸 ②兼業農家　　　　　５９０戸 ②兼業農家　　　　　２９５戸

耕作面積 耕作面積 耕作面積

①田 　　１，４０３ｈａ ①田 　　　　８９９ｈａ ①田 　　　　６３２ｈａ

②畑 　　　　　５２ｈａ ②畑 　　　　　５３ｈａ ②畑 　　　　　　６ｈａ

【参考：２０００年農林業センサス】 【参考：２０００年農林業センサス】 【参考：２０００年農林業センサス】

農林水産関係事業の取扱い 関係項目

地域水田農業ビ
ジョン

農業振興地域整
備計画

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

具体的な調整方法
現　　　　　　　況

天王町 昭和町 飯田川町

協議事項

調整内容
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事務事業名

生産目標数量（平成１６年度） 　 ６，１３３　　ｔ 生産目標数量（平成１６年度） 　　３，６６７　　ｔ 生産目標数量（平成１６年度） 　２，７２６　　ｔ 新市において調整

作付目標面積 　１，０４６．５ha 作付目標面積 　　　　６３９．０ha 作付目標面積 　　　４７３．０ha する。

転作等目標面積 　　　４１９　　ha 転作等目標面積 　　　　３２２　　ha 転作等目標面積 　　　１９５　　ha

加工米 　　　　　０　　ha 加工米 　　　　　１４．９ha 加工米 　　　　１２．３ha

実質転作目標面積 　　　４１９　　ha 実質転作目標面積 　　　　３０７．１ha 実質転作目標面積 　　　１８２．７ha

主な補助事業

新市においても引き

続き実施する。

経営改善支援活動 経営改善支援活動 経営改善支援活動

①経営改善に関する相談 ①経営改善に関する相談 ①経営改善に関する相談

②農業経営改善計画フォローアップ活動 ②農業経営改善計画フォローアップ活動 ②農業経営改善計画フォローアップ活動

③認定志向農業者の支援活動　 ③認定志向農業者の支援活動　 ③認定志向農業者の支援活動　他

④広域（ＪＡ秋田みなみ）担い手ｾﾝﾀ-活動 ④広域（ＪＡあきた湖東）担い手ｾﾝﾀ-活動 ④広域（ＪＡあきた湖東）担い手ｾﾝﾀ-活動

農業生産総合対策事業（１／２国庫補助）

中山間地域等直接支払事業 中山間地域等直接支払事業

対象集落：上虻川、羽白目、山田（３集落） 対象集落：金山集落協定

対象農地：１５２，０９５㎡（知事特認、緩傾斜地域） 対象農地：４８，０１３㎡（知事特認地域）

（緩傾斜１５２，０９５㎡） （急傾斜１２，４７７㎡、緩傾斜３５，５３６㎡）

　交付金：１，２１６，７６０円 　交付金：５４６，３０５円

（国庫１／３・県１／３・町１／３） （国庫１／３・県１／３・町１／３）

１７１，６８５千円 ４７，３０４千円 ４８，６８９千円

生産目標数量配分
等

水田農業構造改革交付金予定額（平成１６年度）

国庫補助事業

水田農業構造改革交付金予定額（平成１６年度） 水田農業構造改革交付金予定額（平成１６年度）

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

具体的な調整方法
現　　　　　　　況

天王町 昭和町 飯田川町

国県補助事業

農業経営改善計画の認定を志向する農業者
の計画策定、計画内容の実現等を支援する
ため、経営改善支援センターを設置。

農業経営改善計画の認定を志向する農業者
の計画策定、計画内容の実現等を支援するた
め、経営改善支援センターを設置。

農業経営改善計画の認定を志向する農業者の計
画策定、計画内容の実現等を支援するため、経営
改善支援センターを設置。

　【支援活動】 　【支援活動】 　【支援活動】
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事務事業名

あなたと地域の農業夢プラン応援事業 あなたと地域の農業夢プラン応援事業 あなたと地域の農業夢プラン応援事業 新市においても引き続き

〈内容〉 〈内容〉 〈内容〉 実施する。

農協等がリースする農作業用機械や 農協等がリースする農作業用機械や 農協等がリースする農作業用機械や

施設の導入経費等に対し助成 施設の導入経費等に対し助成 施設の導入経費等に対し助成

〈助成〉 〈助成〉 〈助成〉

（県）事業種目により、3/12～4/12 （県）事業種目により、3/12～4/12 （県）事業種目により、3/12～4/12

　　　 なお、3/12であっても認定農業者 　　　 なお、3/12であっても認定農業者 　　　 なお、3/12であっても認定農業者

　　　 である場合は、4/12 　　　 である場合は、4/12 　　　 である場合は、4/12

（町）協調助成対象事業種目について （町）協調助成対象事業種目について （町）協調助成対象事業種目について

　　　　助成なし 　　　　助成なし 　　　　助成なし

　○病害虫防除事業 ○航空防除事業（１５年度） ○病害虫防除事業（１５年度） 従来からの経緯、実情に

〈内容〉 〈内容〉 〈内容〉 配慮しつつ新市において

実施主体： 天王町病害虫防除対策委員会 実施主体： 昭和町病害虫防除協議会 実施主体： 飯田川町病害虫防除協議会 調整する。

散布回数： ３回 散布回数： ３回 散布回数： ３回

対象病害虫：イモチ、紋枯、カメムシ類 対象病害虫：イモチ、紋枯、カメムシ類 対象病害虫：　　イモチ、紋枯、カメムシ類

散布面積： １，０２３ｈａ 散布面積： ７００ｈａ 散布面積： ５３５ｈａ

農家負担： ３、１５０円／１０ａ当たり 農家負担： ３，７００円／１０ａ当たり 農家負担： ３，１００円／１０ａ当たり

助成 町 　２，７２０千円 助成 町 　　９００千円 助成 町 ２，２５４千円

農協 　２，７２０千円 農協 　　４００千円 農協 　　２５０千円

共済 　２，７２０千円 共済 １，８４６千円 共済 １，６８０千円

転作大豆振興対策

　　　無人ヘリ薬剤散布（紫斑病・カメムシ類）

　　１，１６７千円

　　　土壌改良材（卵殻エ－ス）

　　４，４５０千円

○酒米種子補助金　　　９５千円

　　　　１，０００円／１０a当たり

県補助事業

町補助事業

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

具体的な調整方法
現　　　　　　　況

天王町 昭和町 飯田川町
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事務事業名

農業関係協議会 認定農業者連絡協議会 認定農業者連絡協議会 認定農業者 それぞれの実情を

等 認定農業者連絡協議会運営費として助成 県認定農業者協議会負担金を助成 尊重しながら調整

会員　　　　　　８３　　名 会員　　　　　　５６　　名 　　　　　　　　　３０　　名 に努める。

１市２町廃プラ等適正処理協議会 ５町廃プラ等適正処理協議会 ５町廃プラ等適正処理協議会

　廃プラ処理経費を負担 　廃プラ処理経費を負担 　廃プラ処理経費を負担

町　　１／３ 町　　６０，０００円（基本） 町　　６０，０００円（基本）

農協１／３ 農協　６０，０００円（基本） 農協　６０，０００円（基本）

農家１／３ 農家　２００円／１梱包　 農家　２００円／１梱包　

１５ｋｇ以内 １５ｋｇ以内

土地改良事業 農村環境計画 田園環境マスタ－プラン 田園環境マスタ－プラン 新市において新たに

　・環境に配慮した農業農村整備事業の 　・環境に配慮した農業農村整備事業の 　・環境に配慮した農業農村整備事業の 策定する。なお、新計画

　効率的かつ円滑な推進に資することを 　効率的かつ円滑な推進に資することを 　効率的かつ円滑な推進に資することを が策定されるまでの間は

　目的とする。 　目的とする。 　目的とする。 現計画を運用する。

　　策定年度：平成１４年度 　　策定年度：平成１３年度 　　策定年度：平成１３年度

県営土地改良事業 県営土地改良事業 県営土地改良事業 新市においても引き続

　・地域用水環境整備事業（長沼地区） 　・担い手育成基盤整備事業（高野地区） 　・担い手育成基盤整備事業（飯塚地区） き実施する。

　・地域用水環境整備事業　（龍毛地区）

　・土地改良総合整備事業　（音羽下地区）

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

具体的な調整方法
現　　　　　　　況

天王町 昭和町 飯田川町

- 46 -



事務事業名

　　林　　　　業
天王町森林整備計画 昭和町森林整備計画 飯田川町森林整備計画 新市において新たに策定

伐採、造林、保育その他森林整備等の 伐採、造林、保育その他森林整備等の 伐採、造林、保育その他森林整備等の する。なお、新計画が策定

町内民有林の計画的な推進を図る 町内民有林の計画的な推進を図る 町内民有林の計画的な推進を図る されるまでの間は、現計画

10年計画とし、5年毎の見直しを実施 10年計画とし、5年毎の見直しを実施 10年計画とし、5年毎の見直しを実施 を運用する。

　　策定年度：平成１５年度 　　策定年度：平成１４年度 　　策定年度：平成１４年度

主な補助事業

森林整備地域活動支援交付金制度 森林整備地域活動支援交付金制度 新市においても引き続き

森林所有者等による森林施業に必要な 森林所有者等による森林施業に必要な 実施する。

地域活動に対して支援 地域活動に対して支援

・森林の現況調査、所有界の確認行為 ・森林の現況調査、所有界の確認行為

・面積把握のための簡易な測量 ・面積把握のための簡易な測量

・歩道の整備等 ・歩道の整備等

※交付金額 ※交付金額

　認定森林面積のうち、交付対象林 　認定森林面積のうち、交付対象林

　10,000円/㌶　国1/2、県1/4、町1/4 　10,000円/㌶　国1/2、県1/4、町1/4

※交付対象 ※交付対象

　　　山田生産森林組合　　４２．３３ha 　　　秋田林業公社　　　　　１８．８３ha

　　　秋田林業公社　　　　　４８．９３ha

松くい虫防除対策事業 松くい虫防除対策事業 松くい虫防除対策事業

伐倒駆除 薬剤樹幹注入、伐倒駆除 薬剤樹幹注入、伐倒駆除

従来からの経緯、実情に

配慮しつつ新市において

ヤマビル駆除対策事業（県補助６／１０） 調整する。

　　国県補助事業

　　県補助事業

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

具体的な調整方法
現　　　　　　　況

天王町 昭和町 飯田川町

- 47 -



事務事業名

　　漁　　　業
  （平成１５年度）   （平成１５年度）   （平成１５年度）

町補助事業 従来からの経緯、実情に

わかざぎ卵放流事業費補助金　   　３５３千円 わかざぎ卵放流事業費補助金　　　１７１千円 わかざぎ卵放流事業費補助金　　　　３０千円 配慮しつつ新市において

調整する。

クルマエビ・ガザミ種苗放流事業費補助金

　１，８００千円

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

具体的な調整方法
現　　　　　　　況

天王町 昭和町 飯田川町
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協議第４６号  

 

 

商工、観光関係事業の取扱いについて 

 

 

 

商工、観光関係事業の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

平成１６年２月２６日提出 

 

 

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長  石 川  光 男 

 

 

 

１．中小企業に対する融資については、合併時までに調整する。 

２．工場誘致に係る奨励措置については、昭和町の例による。ただし、優遇措置については、新市に

おいて調整する。なお、合併時において奨励措置を受けているものについては、その現行の制度を

適用する。 

３．観光施設の管理運営については、現行のとおりとし、八郎潟ハイツについては合併時までに調整

する。 

４．各種の観光イベントについては、主催団体と協議し、新市においても継続実施する。 

 

 

 

 

 平成  年  月  日確認 

 

 



協定項目番号２４－２０

１．中小企業に対する融資については、合併時までに調整する。

２．工場誘致に係る奨励措置については、昭和町の例による。ただし、優遇措置については、新市において調整する。

　　なお、合併時において奨励措置を受けているものについては、その現行の制度を適用する。

３．観光施設の管理運営については、現行のとおりとし、八郎潟ハイツについては合併時までに調整する。

４．各種の観光イベントについては、主催団体と協議し、新市においても継続実施する。

事務事業名

※天王町中小企業振興資金 ※昭和町中小企業振興資金 ※飯田川町中小企業振興資金

・直接預託方式 ・直接預託方式 ・直接預託方式

H14年度 20,000 千円 H14年度 10,000 千円 H14年度 5,000 千円

預託金の５倍 預託金の５倍 預託金の５倍

【実施要領】 【実施要領】 【実施要領】 保証限度及び保証期間

・保証対象者 ・保証対象者 ・保証対象者 については、天王町の

町内に１年以上住所・事業所有 町内に１年以上住所・事業所有 町内に１年以上住所・事業所有 例による。

引続き１年以上営業、税完納済 引続き１年以上営業、税完納済 引続き１年以上営業、税完納済

・保証限度　700万円以内 ・保証限度　500万円以内 ・保証限度　500万円以内 ・保証限度　700万円以内

・保証期間　７年以内 ・保証期間　５年以内 ・保証期間　５年以内 ・保証期間　７年以内

・貸出利率　率2.2％ ・貸出利率　率2.2％ ・貸出利率　率2.2％

・保証料率　率1.0％（全額町補助） ・保証料率　率1.0％（全額町補助） ・保証料率　率1.0％（全額町補助）

【利用実績】 【利用実績】 【利用実績】

・H14年度　  ２１ 件　 87,100 千円 ・H14年度　　７ 件　　　　17，700千円 ・H14年度　   ２ 件　 　6,000 千円

・利子補給金　　　　　　　　な　し ・利子補給金　　　　　　　　な　し ・利子補給金　　　　　　　　な　し

・保証料補給金　　 　　582,718 円 ・保証料補助金　　 　240,300 　　 円 ・保証料補助金　　　　209,746 円

合併時までに調整する。

【預託金】

【保証総額】【保証総額】

【預託金】

【保証総額】

現　　　　　　　況

中小企業事業資
金融資等

【資金名称】

天王町 飯田川町昭和町

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

【資金名称】

【預託金】

協議事項

調整内容

商工、観光関係事業 関係項目

【資金名称】

具体的な調整方法
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事務事業名

工場誘致 天王町企業誘致条例 昭和町工場設置奨励条例 飯田川町工場設置条例

【奨励措置】 【奨励措置】 【奨励措置】

・町が賦課した固定資産税相当額を交付(5年) ・固定資産税の課税免除（課税年度から ・町が賦課した固定資産税相当額を限度

　　　　　　　　　　　　　　　　５年間） 　として町が定める。（3年間）

【指定基準】 【指定基準】 【指定基準】 いて奨励措置を受け

・物の製造又は加工を行う工場を新・増設 　　・工場新設の場合　 ・新設工場 ているものについて

　するもの 　　　投下固定資本が５千万円以上 　投下固定資産総額1,500万円を越え、

・新たに投下する固定資産が1,500万円を 　　　新規常時雇用者２０人以上 　　従業員20人以上。

　超えるもの 　　・工場増設の場合　 ・既存工場の拡充

・新規の常時雇用者の数が20人を超えるもの 　　　投下固定資本が３千万円以上 　投下固定資産総額（増加分）1,500万円

　（但し、町内に住所を有する者を2分の1以上 　　　新規常時雇用者１０人以上 　を越え、従業員（増加分）20人以上。

　雇用しなければならない）

【優遇措置】 【優遇措置】

・新規の常時雇用者のうち、町内に住所を ・雇用奨励金の交付（適用期間３年間）

　有する男女とも１人につき年８万円を 　　　常時雇用者のうち、町内に住所を有する

　交付（５年） 　　　者１人につき１０万円を乗じて得た額を

・工場用土地貸付譲渡 　　　奨励金として交付する。

　貸付期間　１５年以内、貸付利率　貸付の 　　　奨励金の交付は、当該工場の操業の月

　つど決定、貸付料　契約を締結した日から 　　　から３年間とし、その総額は３年間で

　５年間は利息分６年目以降は土地代金を貸 　　　１工場５００万円を限度とする。

　付料として償還（５年目以降の利息は免除）

【主な観光施設】 【主な観光施設】 【主な観光施設】

・天王グリーンランド ・ブルーメッセあきた

・天王温泉くらら ・元木山公園 　・梅の里

観光イベント 【主な観光イベント】 【主な観光イベント】 【主な観光イベント】

・天王グリーンランドまつり（主催:天王町・ ・元木山公園桜まつり(主催:昭和町観光協会) 主催団体と協議し

　グリ－ンランドまつり実行委員会） ・八郎まつり（主催：八郎まつり実行委員会） ・全県フナ釣り大会（主催:飯田川町観光 新市においても

継続実施する。

は、その現行の制度

を適用する。

いて調整する。

　なお、合併時にお

ただし、優遇措置に

ついては、新市にお

昭和４０年４月１日　　制定平成６年３月２２日全部改正

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

昭和６２年９月３日　　制定

飯田川町昭和町
具体的な調整方法

現　　　　　　　況

天王町

昭和町の例による。

観光施設管理運営
現行のとおりとし、

八郎潟ハイツにつ

　・八郎潟ハイツ いては合併時まで

に調整する。

　協会、ふな釣り同好会）

・飯田川鷺舞まつり
　　（主催：飯田川鷺舞まつり実行委員会）
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次 回 開 催 日 について 

 

 

第１２回天王町・昭和町・飯田川町合併協議会開催日 
開 催 日  平成１６年 ３月２６日（金） 午後２時～ 
開催場所  飯田川町公民館 

 

 

第１３回天王町・昭和町・飯田川町合併協議会開催日 
開 催 日  平成１６年 ４月１５日（木） 午後２時～ 
開催場所  昭和町農村環境改善センター 

 

 

 第１４回協議会以降の開催予定 

回 数 開催期日 時 間 場  所 備考 

第１４回 ５月２０日（木） 午後２時 天王町福祉センター  

第１５回 ６月１７日（木） 午後２時 飯田川町公民館  

第１６回 ７月１５日（木） 午後２時 昭和町農村環境改善センター  

 

 

 

 


